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一
　
問
題
の
所
在

　
現
在
、
全
国
一
〇
三
か
所
あ
る
更
生
保
護
施
設
に（
1
）て、
刑
務
所
を
出
所
し
た
者
や
保
護
観
察
を
受
け
る
者
等
に
対
し
一
時
的
な
居
場
所

を
提
供
す
る
住
居
支
援
や
、
就
職
を
助
け
る
就
労
支
援
等
の
継
続
保
護
事
業
を
中
心
と
す
る
更
生
保
護
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
支

援
や
処
遇
を
受
け
て
更
生
保
護
施
設
を
退
所
し
、
再
び
社
会
で
の
定
着
を
果
た
し
た
者
の
存
在
は
、
更
生
保
護
事
業
に
よ
る
成
果
と
し
て

評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
令
和
元
年
現
在
、
刑
法
犯
に
よ
り
検
挙
さ
れ
た
再
犯
者
の
割
合
が
四
八
・
八
％
、
入
所
受
刑
者
の
中

で
再
入
所
者
の
占
め
る
割
合
が
五
八
・
三
％
で
あ
る
再
犯
状
況
か
ら
し（
2
）て、
現
在
の
更
生
保
護
に
お
け
る
各
種
の
取
組
が
十
分
機
能
し
て

お
ら
ず
、
ま
た
、
現
在
の
取
組
だ
け
で
は
再
犯
問
題
の
対
策
と
し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
近
年
に
な
っ
て
新
し
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
既
に
二
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
実
務

家
及
び
学
者
の
間
で
問
題
意
識
が
広
く
共
有
さ
れ
、
改
善
に
向
け
た
様
々
な
取
組
が
実
践
さ
れ
て
き
た
。
平
成
一
七
年
か
ら
同
一
八
年
ま

で
行
わ
れ
た
「
更
生
保
護
の
あ
り
方
を
考
え
る
有
識
者
会
議
」
や
、
平
成
三
〇
年
か
ら
同
三
一
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
「
こ
れ
か
ら
の

更
生
保
護
事
業
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
」
で
は
、
更
生
保
護
事
業
が
直
面
し
て
い
る
課
題
等
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
そ
の
対
策
に
関
す
る

議
論
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
既
存
の
住
居
支
援
や
就
労
支
援
の
充
実
や
処
遇
機
能
の
強
化
等
の
様
々
な
取

組
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
犯
者
に
よ
る
犯
罪
の
年
を
追
う
ご
と
の
増
加
、
及
び
入
所
受
刑
者
の
中
の
再
入
所

者
の
割
合
の
増
加
と
い
っ
た
よ
う
に
再
犯
状
況
は
悪
化
し
続
け
て
お（
3
）り、
更
生
保
護
事
業
に
は
よ
り
根
本
的
で
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
大
胆

な
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
改
革
の
一
環
と
し
て
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
関
係
を

修
復
す
る
た
め
の
取
組
や
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
支
援
の
導
入
を
提
案
し
た
い
。
刑
務
所
出
所
者
等
本
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人
と
家
族
と
の
良
好
な
関
係
が
そ
の
者
の
更
生
保
護
の
成
功
に
向
け
て
及
ぼ
す
好
影
響
、
ま
た
、
家
族
間
に
お
け
る
問
題
に
起
因
す
る
更

生
保
護
の
失
敗
や
再
犯
の
危
険
に
つ
い
て
、
特
に
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
間
で

は
む
し
ろ
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
間
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
対
応
が
重
要

に
な
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
日
本
の
更
生
保
護
事
業
で
は
こ
の
よ
う
な
目
的
に
即
し
た
積
極
的
取
組
は
お
ろ
か
、
法
的
制
度
す
ら
見
当
た

ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
更
生
保
護
事
業
に
お
け
る
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
抱
え
る
問
題
に
応
じ
た
対
策
の
不
足
に
問
題
意
識

を
置
き
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
両
者
に
焦
点
を
当
て
た
支
援
や
処
遇
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
へ
の
支
援
の
現
状

㈠
　
概
　
観

　
更
生
保
護
施
設
の
行
う
更
生
保
護
事
業
の
継
続
保
護
事
業
及
び
一
時
保
護
事
業
は
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
本
人
に
対
す
る
支
援
で
あ
り
、

そ
の
対
象
に
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
は
含
ま
れ
て
い
な（
4
）い。
た
だ
、
更
生
保
護
事
業
の
枠
を
超
え
た
領
域
で
あ
れ
ば
、
刑
務
所
出
所
者

等
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
（
以
下
、
家
族
支
援
と
す
る
）
を
実
施
す
る
取
組
が
見
受
け
ら
れ
、
そ
の
取
組
か
ら
日
本
に
お
け
る
家
族
支

援
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
加
害
者
家
族
に
対
す
る
支
援
を
目
的
と
す
る
民
間
団
体
が
、
更
生
保
護
に
お
け
る
家
族
支
援
の
不
備
を
補
完
し
て
い
る
。
現
在

二
つ
の
民
間
団
体
が
加
害
者
家
族
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
加
害
者
家
族
支
援
の
一
環
と
し
て
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
へ
の
支
援
も
実
施

し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
被
疑
者
・
被
告
人
段
階
の
家
族
や
受
刑
者
の
家
族
に
対
す
る
支
援
が
主
で
あ
り
、
刑
務
所
を
出
所
し
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た
者
の
家
族
に
対
す
る
支
援
は
付
随
的
な
取
組
に
留
ま
っ
て
い（
5
）る。

　
一
方
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
関
係
を
修
復
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
更
生
保
護
施
設
は
存
在
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
更
生
保
護
事
業
は
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
ま
で
を
支
援
の
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
的
に
更
生
保
護
施
設
で
家
族

支
援
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
一
部
の
更
生
保
護
施
設
で
は
刑
務
所
出
所
者
等
本
人
と
家
族
に
対
し
支
援
を
実
施
す
る
場
合
も
あ

り
、
例
え
ば
、
薬
物
依
存
の
問
題
を
抱
え
る
者
に
対
す
る
薬
物
処
遇
に
お
い
て
家
族
面
接
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き（
6
）る。
し
か
し
、
こ
の
取
組
に
は
、
家
族
関
係
の
修
復
や
家
族
の
抱
え
て
い
る
問
題
の
解
決
と
い
う
目
的
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま

で
も
本
人
の
薬
物
依
存
と
い
う
問
題
の
解
決
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
想
定
す
る
家
族
支
援
と
は
若
干
そ
の
性
質
が
異

な
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
少
年
専
用
の
更
生
保
護
施
設
と
し
て
施
設
に
入
所
し
た
少
年
と
そ
の
家
族
の
関
係
を
修
復
す
る
た
め
施
設
独

自
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
取
組
は
、
そ
の
対
象
が
少
年
と
そ
の
保
護
者
と
か
な
り
限
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
、

更
生
保
護
施
設
で
取
り
組
ん
で
い
る
家
族
支
援
の
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
例
の
詳
細
を
確
認
し
、
日
本
に
お
け
る
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
に
対
す
る
支
援
の
現
状
を
検
討
す
る
。

㈡
　
加
害
者
家
族
に
対
す
る
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　
現
在
日
本
で
加
害
者
家
族
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
代
表
的
な
機
関
と
し
て
、「
ワ
ー
ル
ド
オ
ー
プ
ン
ハ
ー
トW

orld O
pen H

ea （
7
）

rt

」

（
以
下
、
Ｗ
Ｏ
Ｈ
と
す
る
）
と
「
ス
キ
マ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ（
8
）ー」

が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
仙
台
と
大
阪
に
拠
点
を
置
く
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
Ｗ
Ｏ
Ｈ
は
日
本
で
初
め
て
加
害
者
家
族
を
支
援
す
る
団
体
と
し
て
二
〇
〇
八
年
に
設
立
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
現
在
に
至
る
ま
で

法
的
支
援
、
経
済
的
支
援
、
心
理
的
支
援
及
び
社
会
的
支
援
と
い
っ
た
加
害
者
家
族
に
対
す
る
支
援
を
累
計
約
一
八
〇
〇
件
以
上
実
施
し

て
い（
9
）る。

法
的
支
援
は
、
捜
査
機
関
へ
の
対
応
や
被
害
者
か
ら
の
厳
し
い
追
及
へ
の
対
処
に
弁
護
士
を
介
し
た
サ
ポ
ー
ト
の
提
供
で
あ
る
。

経
済
的
支
援
は
、
転
居
や
土
地
・
建
物
の
処
分
に
関
す
る
相
談
か
ら
福
祉
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
ま
で
、
加
害
者
家
族
が
直
面
す
る
経
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済
的
問
題
へ
の
対
応
を
内
容
と
す
る
。
心
理
的
支
援
で
は
、
心
理
専
門
家
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
グ
ル
ー
プ
で
行
う
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
実
施
し
て
お
り
、
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る
情
報
提
供
や
電
話
相
談
も
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
支
援
と
し
て
、
加
害
者

と
そ
の
家
族
の
関
係
修
復
に
向
け
た
支
援
、
就
労
支
援
、
環
境
調
整
支
援
に
加
え
、
加
害
者
家
族
へ
の
偏
見
を
な
く
す
た
め
の
啓
発
活
動

等
に
も
取
り
組
ん
で
い
）
10
（
る
。

　
一
方
、
ス
キ
マ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、「
行
政
・
団
体
等
が
行
う
支
援
の
隙
間
を
埋
め
、
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
た
め
、
心
理
・
法
・

福
祉
の
専
門
性
を
活
用
し
、
実
践
的
活
動
や
研
究
、
研
修
を
行
い
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
支
援
を
行
き
届
か
せ
る
こ
と
で
社
会
秩
序
の
維

持
向
上
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
、
二
〇
一
五
年
か
ら
加
害
者
家
族
支
援
事
業
を
始
め
て
い
）
11
（

る
。
臨
床
心
理
士
を
中
心
と
し
、
弁
護
士
、

社
会
福
祉
士
、
元
家
庭
裁
判
所
調
査
官
等
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
運
営
が
特
徴
的
で
あ
り
、
二
四
時
間
対
応
の
電
話
相

談
窓
口
の
運
営
、
加
害
者
家
族
同
士
の
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
定
期
的
実
施
、
専
門
家
に
よ
る
相
談
会
の
開
催
等
を
し
て
い
）
12
（
る
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
触
発
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
に
山
形
弁
護
士
会
が
犯
罪
加
害
者
家
族
支
援
委
員
会
と
犯
罪
加
害
者
家
族
支
援
セ

ン
タ
ー
を
設
置
し
、
加
害
者
家
族
支
援
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
法
曹
の
行
う
加
害
者
家
族
支
援
と
し
て
今
後
の
行
方
が
注
目
さ
れ
）
13
（

る
。

㈢
　
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
の
現
状

　
更
生
保
護
施
設
の
入
所
者
に
は
、
生
活
環
境
調
整
を
行
っ
た
結
果
、
家
族
が
そ
の
引
受
人
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
更
生
保
護
施
設
へ
の

入
所
を
決
め
た
者
が
多
く
い
る
。
た
だ
、
同
じ
く
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
更
生
保
護
施
設
に
入
所
し
た
者
で
も
、
本
人
と
そ
の
家
族
に
ま
つ

わ
る
事
情
は
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
兄
弟
、
配
偶
者
、
親
戚
等
の
家
族
が
一
人
も
い
な
い
場
合
、
家
族
は
い
る
が
、
そ
の
家
族
が
引

受
人
と
し
て
適
切
で
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
家
族
が
引
き
受
け
を
拒
否
す
る
場
合
等
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
更
生
保
護
施
設
の
行
う
支
援

は
、
本
人
の
改
善
更
生
を
助
け
、
社
会
で
自
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
退
所
し
た
後
、
元
の
家
族
の
と
こ
ろ
に

戻
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
社
会
で
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
と
な
っ
て
い
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る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
針
が
更
生
保
護
事
業
の
基
底
に
あ
る
と
し
て
も
、
家
族
関
係
の
修
復
が
全
く
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
な
お
、
家
族
が
い
な
い
場
合
は
さ
て
お
き
、
家
族
が
い
る
場
合
で
更
生
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間
、
本
人
と
そ
の
家

族
と
の
関
係
を
修
復
さ
せ
る
必
要
性
が
高
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
少
年
と
そ
の
家
族
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
実
際
、
更
生
保
護
法
人
立
正
園
（
以
下
、
立
正
園
と
す
る
）
は
こ
の
ニ
ー
ズ
に
着
目
し
、
い
ち
早
く
施
設
独
自
の
取
組
を
実
践

し
て
い
る
。

　
立
正
園
は
少
年
の
更
生
保
護
を
目
的
と
す
る
施
設
と
し
て
一
九
三
四
年
に
名
古
屋
市
で
設
立
さ
れ
、
男
子
少
年
を
受
け
入
れ
、
彼
ら
の

改
善
更
生
や
社
会
復
帰
を
助
け
る
た
め
の
諸
支
援
を
実
施
し
て
い
）
14
（

る
。
そ
し
て
、
入
所
少
年
の
中
で
、
就
職
し
て
自
立
す
る
こ
と
が
難
し

く
施
設
を
退
所
し
て
実
家
に
戻
ら
な
い
と
い
け
な
い
少
年
と
そ
の
よ
う
な
少
年
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
保
護
者
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
一
九
九
七
年
か
ら
は
少
年
の
家
族
に
対
す
る
処
遇
や
支
援
に
も
取
り
組
ん
で
い
）
15
（
る
。

　
立
正
園
の
行
う
家
族
支
援
は
、「
保
護
者
参
加
型
の
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
、
保
護
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
親
子
キ
ャ
ン
プ
、

宿
泊
面
会
、
保
護
者
会
等
が
あ
）
16
（

る
。
保
護
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
そ
の
言
葉
通
り
、
保
護
者
が
施
設
を
訪
問
し
調
理
補
助
や
館
内
の

整
備
・
掃
除
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
親
子
キ
ャ
ン
プ
は
二
〇
〇
〇
年
度
に
初
め
て
実
施
さ
れ
、
一
泊
二
日
間
の
親
子
関
係
の
再
整
備
に
向

け
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
親
子
デ
イ
キ
ャ
ン
プ
も
開
始
さ
れ
、
キ
ャ
ン
プ
の
機
会
を
通
じ
て
親
子
間
の
距
離

を
縮
め
る
こ
と
に
努
め
て
い
）
17
（
る
。
そ
し
て
、
保
護
者
会
は
保
護
者
同
士
が
集
ま
り
経
験
談
や
悩
み
を
相
談
し
合
う
場
で
あ
り
、
保
護
者
の

精
神
的
負
担
を
軽
減
さ
せ
な
が
ら
少
年
と
の
間
で
問
題
の
発
生
し
た
時
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
与
え
）
18
（

る
。

　
こ
れ
ら
家
族
支
援
の
効
果
と
し
て
、
保
護
者
に
、
少
年
の
立
ち
直
り
の
た
め
多
く
の
協
力
者
が
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
協
力
者
の

一
人
と
し
て
保
護
者
自
身
が
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
の
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
少
年
と
し
て
は
、
保
護
者
が

自
分
の
た
め
に
取
り
組
む
姿
を
見
る
こ
と
で
、
保
護
者
に
対
す
る
負
の
感
情
に
変
化
を
起
こ
す
契
機
に
な
る
と
思
わ
れ
）
19
（

る
。
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㈣
　
小
括

―
限
界
と
今
後
の
可
能
性

　
以
上
、
現
在
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
加
害
者
家
族
支
援
の
民
間
団
体
に
よ
る
実
践

と
少
年
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
独
自
の
取
組
を
紹
介
し
た
。

　
加
害
者
家
族
支
援
の
民
間
団
体
は
犯
罪
者
の
家
族
に
焦
点
を
当
て
た
支
援
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
支
援
経
験
を
通
じ
た
ノ
ウ

ハ
ウ
や
専
門
性
を
有
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
そ
し
て
、
支
援
を
求
め
る
家
族
の
中
に
は
国
家
機
関
へ
相
談
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
者

も
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
民
間
運
営
の
機
関
と
し
て
の
加
害
者
家
族
支
援
の
団
体
が
そ
れ
ら
の
者
へ
対
応
で
き
る
は
ず
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
ど
の
団
体
も
常
時
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
体
制
を
整
え
て
お
り
、
支
援
を
必
要
と
す
る
よ
り
多
く
の
対
象
者
へ
の
支
援
を

実
現
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
点
は
評
価
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
、
実
際
の
支
援
の
状
況
を
見
る
限
り
、
同
団
体
の
支
援
は
、
あ
く
ま
で
も
、
捜
査
、
裁
判
、
そ
し
て
、
受
刑
中
で
あ
る
犯
罪
者
を

家
族
に
持
つ
者
に
、
そ
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
も
支
援
の
対
象
と
は
し
て
い
る
が
、
決
し
て

そ
の
実
績
が
多
い
と
は
い
え
な
）
20
（
い
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
加
害
者
家
族
支
援
の
民
間
団
体
に
、
特
に
刑
務
所

出
所
者
等
の
家
族
に
限
定
し
た
支
援
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
専
門
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
加
害
者
家
族
支
援
の
民
間
団
体
は
家
族
支
援
の
た
め
他
の
機
関
と
の
連
携
に
も
努
め
て
い
る
が
、
更
生
保
護
関
連
の
機
関
、
特

に
、
保
護
観
察
所
や
更
生
保
護
施
設
等
と
の
連
携
に
関
し
て
は
そ
の
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
刑
務
所
出
所

者
等
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
は
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
本
人
を
排
除
し
て
は
成
り
立
た
ず
、
彼
ら
へ
の
支
援
及
び
処
遇
を
行
う
機
関
と

の
連
携
も
欠
か
せ
な
い
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
団
体
と
更
生
保
護
関
連
機
関
と
の
連
携
が
脆
弱
で
あ
る
た
め
、
事
案
ご
と
に

個
々
の
連
携
の
要
請
と
調
整
が
必
要
と
な
り
、
支
援
の
実
施
に
お
け
る
効
率
が
悪
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
日
も
早
く

加
害
者
家
族
支
援
の
民
間
団
体
と
更
生
保
護
関
連
機
関
の
間
の
業
務
連
携
を
行
い
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
支
援
に
お
け
る
機
関
間
の
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協
業
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。

　
一
方
、
少
年
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
は
、
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
家
族
支
援
の
先
駆
け
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
。
少
年

の
場
合
、
成
人
と
比
べ
親
と
の
関
係
が
非
行
後
の
立
ち
直
り
へ
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
と
み
ら
れ
、
家
族
支
援
の
必
要
性
も
大
き
い
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
、
住
居
支
援
や
就
労
支
援
と
い
っ
た
主
に
衣
食
住
問
題
の
解
消
を
助
け
る
た
め
の
支
援
に
お
い
て
も
、
少
年
の
精
神
面

に
配
慮
し
た
支
援
を
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
少
年
更
生
保
護
施

設
に
よ
る
家
族
支
援
は
、
そ
も
そ
も
該
当
施
設
へ
入
所
し
な
い
と
受
け
ら
れ
な
い
支
援
で
あ
り
、
実
際
に
支
援
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者
は

か
な
り
限
定
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
同
施
設
が
行
っ
て
い
る
支
援
自
体
、
家
族
関
係
の
修
復
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
専

門
性
の
不
）
21
（
足
、
そ
れ
ま
で
の
実
績
へ
の
客
観
的
検
証
の
欠
如
等
の
限
界
が
あ
り
、
支
援
の
有
効
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
至
急
改
善
が
求
め

ら
れ
る
。

　
当
該
施
設
へ
入
所
で
き
た
少
年
と
そ
の
家
族
よ
り
遥
か
に
多
く
の
少
年
と
そ
の
家
族
が
家
族
関
係
の
修
復
の
た
め
の
何
ら
か
の
取
組
を

必
要
と
し
て
お
り
、
少
年
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
は
、
特
定
の
更
生
保
護
施
設
で
な
く
他
の
更
生
保
護
施
設
で
も
実
施
す
べ
き

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
更
生
保
護
施
設
に
入
所
す
る
少
年
だ
け
が
家
族
支
援
へ
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
親
子
の
間
で
葛
藤
や
問

題
が
生
じ
る
危
険
は
、
少
年
院
を
仮
退
院
ま
た
は
退
院
し
て
す
ぐ
家
族
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
た
場
合
に
も
十
分
あ
り
得
る
。
よ
っ
て
、
更
生

保
護
施
設
へ
入
所
し
た
少
年
だ
け
で
な
く
施
設
を
退
所
し
た
少
年
や
そ
の
地
域
に
居
住
す
る
非
行
少
年
に
対
し
、
通
所
支
援
の
方
法
で
家

族
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
）
22
（

る
。

　
な
お
、
そ
も
そ
も
家
族
支
援
を
少
年
に
限
定
す
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
る
。
家
族
支
援
に
よ
る
改
善
更
生
や
社
会
復
帰
の
効
果
は
少
年

に
だ
け
そ
の
効
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
成
人
の
刑
務
所
出
所
者
等
に
と
っ
て
も
、
家
族
支
援
の
必
要
性
と
効
果
は

少
年
の
そ
れ
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
少
年
で
あ
れ
ば
、
親
と
子
の
関
係
修
復
に
問
題
が
集
中
さ
れ
て
い
る
反
面
、

成
人
の
場
合
、
少
年
同
様
、
自
分
が
子
と
し
て
の
親
と
の
関
係
に
加
え
、
自
分
が
親
と
し
て
自
ら
の
子
と
の
関
係
、
夫
婦
関
係
等
に
つ
い
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て
の
よ
り
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
家
族
支
援
の
ニ
ー
ズ
や
家
族
支
援
に
よ
る
効
果
が
決
し
て
少
年
の
そ
れ
よ
り
少
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
で
あ
れ
成
人
で
あ
れ
、
そ
の
年
齢
を
問
わ
ず
、
家
族
関
係
の
修
復
が
求
め
ら

れ
る
対
象
者
が
い
れ
ば
支
援
を
施
す
こ
と
の
で
き
る
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

　
現
在
家
族
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
少
年
の
更
生
保
護
施
設
の
ほ
か
、
成
人
を
入
所
対
象
と
す
る
他
の
更
生
保
護
施
設
や
一
時
保
護
事

業
を
行
っ
て
い
る
更
生
保
護
法
人
等
の
更
生
保
護
関
連
機
関
が
新
た
な
主
体
と
な
っ
て
家
族
支
援
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

更
生
保
護
施
設
が
入
所
者
へ
の
支
援
を
基
本
と
し
て
い
る
た
め
、
更
生
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
で

支
援
を
受
け
る
必
要
性
と
願
望
の
あ
る
者
が
家
族
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
問
題
に
つ
い
て
は
、
通
所
支
援
を
導
入
し
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
の
導
入
に
際
し
、
そ
の
必
要
性
と
意
義
、
具
体
的
取
組
の
内
容
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
る

効
果
と
限
界
等
を
検
討
・
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
の
取
組
が
比
較
的
活
発
に
行
わ
れ
て
い

る
韓
国
の
例
を
参
照
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
を
踏
ま
え
、
本
稿
の
結
論
に
お
い
て
、
今
後
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
の
在

り
方
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

三
　
韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
支
援
と
し
て
の
家
族
支
援

㈠
　
概
　
観

　
韓
国
の
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
へ
の
関
心
は
、
更
生
保
護
法
制
の
規
定
か
ら
容
易
に
見
て
と
れ
る
。
更
生

保
護
の
方
法
を
規
定
す
る
「
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
」
第
六
五
条
第
一
項
で
「
更
生
保
護
対
象
者
の
家
族
に
対
す
る
支
援
」
を
挙
げ

て
お
り
、「
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
第
四
五
条
の
三
で
「
更
生
保
護
対
象
者
の
家
族
に
心
理
相
談
及
び
心
理
治
療
、
就
業
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支
援
、
学
業
支
援
等
を
行
う
」
と
し
、
家
族
支
援
の
具
体
的
方
法
ま
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
な
お
、
韓
国
の
更
生
保
護
事
業
を
担
う
主
体
で
あ
る
韓
国
法
務
保
護
福
祉
公
団
（
以
下
、
公
団
と
す
る
）
は
、
二
〇
一
三
年
、
更
生
保

護
対
象
者
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た
支
援
だ
け
で
は
そ
の
者
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
を
助
け
る
上
で
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
認
識
に

基
づ
き
、
家
族
支
援
へ
注
力
す
る
方
針
を
固
め
て
い
）
23
（
た
。
そ
し
て
、
翌
年
の
二
〇
一
四
年
に
は
、
京
畿
道
烏
山
市
に
家
族
希
望
セ
ン
タ
ー

を
開
所
し
て
お
り
、
家
族
支
援
の
重
点
的
実
施
の
方
針
を
よ
り
本
格
的
に
推
進
す
る
契
機
と
し
た
。

　
現
在
公
団
の
行
う
家
族
支
援
は
家
族
希
望
事
業
、
住
居
支
援
、
合
同
結
婚
式
、
学
業
支
援
の
四
つ
の
取
組
に
代
表
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、

各
取
組
の
具
体
的
内
容
を
確
認
し
、
そ
の
実
績
を
踏
ま
え
、
各
取
組
に
お
け
る
効
果
を
評
価
し
つ
つ
現
在
の
取
組
に
見
出
さ
れ
る
限
界
等

へ
の
指
摘
を
も
行
う
こ
と
に
す
る
。

㈡
　
支
援
の
内
容

1
　
家
族
希
望
事
業

　
家
族
希
望
事
業
は
、
更
生
保
護
対
象
）
24
（
者
の
家
族
関
係
を
修
復
す
る
た
め
の
取
組
と
し
て
、
公
団
の
行
う
家
族
支
援
の
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
家
族
心
理
相
談
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
②
家
族
教
育
、
家
族
キ
ャ
ン
プ
、
文
化
体
験
を
内
容
と
す
る
家
族
親
和
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
そ
し
て
、
③
そ
の
他
の
家
族
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
具
体
的
内
容
は
以
下
の
表
１
の
通
り
で

あ
る
。

　
家
族
希
望
事
業
の
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
更
生
保
護
対
象
者
と
そ
の
家
族
（
直
系
尊
属
・
卑
属
）
が
申
請
書
類
を
提
出

す
る
と
、
保
護
審
査
）
25
（
会
で
審
議
し
実
施
可
否
が
決
め
ら
れ
）
26
（
る
。

　
基
本
的
に
同
支
援
は
、
①
本
人
（
ま
た
は
保
護
者
）
が
支
援
を
拒
否
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
②
保
護
期
間
が
経
過
し
た
場
合
、
③
保
護

の
目
的
が
達
成
さ
れ
そ
れ
以
上
保
護
及
び
支
援
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
④
連
絡
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
（
連
続
五
回
以
上
の
連
絡
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回
避
ま
た
は
、
三
か
月
以
上
の
音

信
不
通
）、
⑤
更
生
保
護
対
象

者
及
び
家
族
が
死
亡
し
た
場
合
、

終
了
と
な
る
（「
法
務
保
護
の
実

施
に
関
す
る
規
）
27
（

則
」
第
四
一
条
）。

　
2
　
住
居
支
援

　
⑴
　
概
　
観

　
ま
ず
、
公
団
が
家
族
支
援
の

一
環
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る

「
住
居
支
援
」
が
、
日
本
の
更

生
保
護
に
お
け
る
「
住
居
支

援
」
と
は
区
別
さ
れ
る
概
念
で

あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
日
本
に
お
け
る
住
居
支
援

は
、
帰
る
場
所
の
な
い
刑
務
所

出
所
者
等
に
更
生
保
護
施
設
や

自
立
準
備
ホ
ー
ム
等
の
一
時
的

居
住
地
を
提
供
す
る
こ
と
を
い

表１　家族希望事業の詳細

分類 内容

家族心理相談
プログラム

家族心理検査 対象者とその家族構成員の心理問題を把握する
ため実施する検査であり、家族希望事業におけ
る相談及びプログラムと並行して実施できる。

家族深化相談 １世帯の対象者及びその家族構成員の心理問題
に応じて個別に進行する相談である。類型とし
ては親子相談、夫婦相談、家族相談がある。

家族集団相談 ２世帯以上の対象者及びその家族構成員に対し、
集団で相談プログラムを進行する。

家族親和
プログラム

家族教育 家族構成員の心理面における成長を促し、家族
間のコミュニケーションを強化するため、専門
講師により進行される講義形式のプログラムで
ある。教育時間は最低１時間から最大３時間ま
でとし、１日かけて行う。

家族キャンプ 家族関係の増進等をテーマにして家族構成員の
心身を治癒する宿泊型プログラムであり、１泊
以上を予定している。家族キャンプの日程の中
で必ず集団相談を１回以上行う。

文化体験プログラム 公演観覧、スポーツ観戦、体験活動等で構成さ
れる。1 日プログラムである。

その他の家族支援プログラム 家族心理相談プログラムに参加した対象者とそ
の家族に限定して行う、子供に対する学業支援
である。学業に必要な物品及び奨学金・入学金
等の支援を内容とする。

注 ：한국법무보호복지공단『2018년 한국법무보호복지공단 가족희망센터 공단 가족 지원사업 （수형

자가족지원）활성화를 위한 법적・제도적 검토』（2018）22쪽，「法務保護の実施に関する規則」
〈別表５〉を参照。
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う
が
、
韓
国
に
お
け
る
住
居
支
援
と
は
対
象
者
に
対
し
住
宅
の
賃
借
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
を
指
し
て
お
り
（「
保
護
観
察
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
」（
大
統
領
令
第
三
一
三
八
〇
号
、
二
〇
二
一
年
一
月
一
五
日
施
行
）
第
四
一
条
の
二
）、
更
生
保
護
対
象
者
と
そ
の
家
族
が
一
緒

に
住
め
る
場
所
を
提
供
す
る
支
援
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
一
年
、
慶
南
支
部
で
の
ハ
ッ
ピ
ー
ホ
ー
ム
三
戸
の
試
験
的
運
用
を
経
て
、
二
〇
〇
六
年
、
法
務
部
と
国
土
交
通
）
28
（
部
及
び
韓
国
土

地
住
宅
公
社
が
業
務
協
約
を
締
結
し
、
本
格
的
な
住
居
支
援
の
取
組
が
始
ま
っ
）
29
（

た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
は
「
保
護
観
察
等
に
関
す

る
法
律
」
の
改
正
を
機
に
正
式
に
更
生
保
護
方
法
の
一
つ
と
し
て
明
文
化
さ
れ
）
30
（
た
。

　
⑵
　
対
象
者

　
住
居
支
援
は
、
住
宅
を
有
し
な
い
更
生
保
護
対
象
者
と
し
て
、
①
自
立
へ
の
意
思
と
家
族
に
対
す
る
実
質
的
扶
養
責
任
を
持
つ
世
帯
主

と
し
て
本
人
を
除
く
扶
養
家
族
が
一
人
以
上
お
り
、
自
立
更
生
の
た
め
同
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
、
ま
た
は
、
②
支
部
長

等
に
よ
り
同
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
支
部
等
の
保
護
審
査
委
員
会
で
推
薦
さ
れ
た
者
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
者
を
対

象
と
す
る
（「
住
居
支
援
事
業
業
務
処
理
指
針
」
第
六
）
31
（

条
）。
な
お
、
食
事
付
き
宿
泊
提
供
の
支
援
を
受
け
て
い
た
者
、
す
な
わ
ち
、
公
団
の

生
活
館
に
入
所
し
た
者
の
中
で
生
活
館
で
の
審
査
評
価
が
良
い
者
も
対
象
と
な
る
（「
宿
食
提
供
及
び
生
活
指
導
業
務
処
理
指
針
」
第
二
八
条
第

四
）
32
（

項
）。

　
ま
た
、
二
〇
一
九
年
か
ら
は
出
所
者
だ
け
で
な
く
受
刑
者
も
住
居
支
援
の
対
象
と
し
て
お
り
、
管
轄
区
域
内
の
矯
正
施
設
か
ら
予
備
入

居
希
望
者
の
推
薦
を
受
け
、
同
支
援
の
開
始
可
否
に
関
す
る
審
査
を
経
て
選
定
さ
れ
た
者
も
出
所
後
住
居
支
援
の
対
象
者
と
な
る
（「
住

居
支
援
事
業
業
務
処
理
指
針
」
第
七
）
33
（

条
）。

　
⑶
　
審
査
機
関
と
選
定
基
準

　
対
象
者
選
定
は
、
対
象
者
の
資
格
・
順
位
等
を
審
査
す
る
た
め
設
置
さ
れ
る
住
居
支
援
審
査
委
員
会
（
以
下
、
審
査
委
員
会
と
す
る
）
で

行
う
（「
住
居
支
援
事
業
業
務
処
理
指
針
」（
以
下
、
同
様
）
第
二
条
第
二
項
）。
審
査
委
員
会
は
、
韓
国
土
地
住
宅
公
社
（
以
下
、
住
宅
公
社
と
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す
る
）
か
ら
住
居
支
援
の
目
的
で
新
規
で
受
け
持
っ
た
住
宅
（
以
下
、
入
居
住
宅
と
す
る
）
の
入
居
者
の
選
定
に
関
す
る
事
項
、
住
居
支
援

対
象
者
の
契
約
解
除
ま
た
は
、
解
約
に
関
す
る
事
項
、
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
者
の
入
居
選
定
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
他
、
住
居
支
援
に

関
す
る
事
項
で
審
査
委
員
長
が
附
議
し
た
事
項
を
掌
る
（
第
四
条
第
一
項
第
一
）
34
（

号
）。
委
員
長
を
含
め
五
人
以
上
九
人
以
下
の
委
員
で
構
成

さ
れ
（
第
四
条
第
二
項
）、
こ
れ
ら
在
籍
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
た
場
合
の
み
開
会
し
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
も
っ
て

議
決
す
る
（
第
四
条
第
八
項
）。

　
と
こ
ろ
で
、
対
象
者
選
定
の
際
、
住
居
支
援
を
申
し
出
た
者
が
住
宅
を
有
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
）
35
（
ん
、
再
犯
リ
ス
ク

を
分
析
し
そ
の
結
果
に
基
づ
き
審
査
を
行
っ
て
い
）
36
（

る
。
な
お
、
入
居
者
選
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
重
要
な
点
は
、
各
件
に
つ
き
公
団
職

員
の
作
成
す
る
入
居
者
選
定
評
価
表
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
）
37
（
る
。
同
評
価
表
は
、
基
本
評
価
（
六
〇
％
）、
特
異
評
価
（
四
〇
％
）、

付
加
評
価
（
一
〇
）
38
（

％
）
の
三
つ
に
わ
け
て
評
価
項
目
を
分
類
し
て
い
る
。
基
本
評
価
で
は
、
扶
養
家
族
の
数
、
高
齢
者
ま
た
は
、
障
害
者

で
あ
る
同
居
家
族
の
有
無
、
経
済
的
能
）
39
（
力
、
受
刑
期
間
、
出
所
後
の
期
間
を
、
特
異
評
価
で
は
、
再
犯
リ
ス
ク
、
就
労
（
勤
続
）、
技
術

資
格
取
得
、
貯
金
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。
な
お
、
家
族
教
育
、
家
族
キ
ャ
ン
プ
、
家
族
向
け
の
文
化
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
も

評
価
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。

　
⑷
　
支
援
内
容

　
住
居
支
援
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
は
、
支
部
長
等
と
約
定
を
締
結
し
て
か
ら
該
当
物
件
へ
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
条

第
一
項
）。
そ
し
て
入
居
の
た
め
必
要
な
保
証
金
も
公
団
か
ら
一
部
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
二
条
）。
す
な
わ
ち
、
住
居
支

援
対
象
者
は
入
居
保
証
金
と
し
て
二
五
〇
万
ウ
ォ
ン
の
支
援
を
受
け
、
約
二
〇
坪
の
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
に
な
）
40
（

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
住
居
支
援
に
伴
い
対
象
者
に
は
一
定
の
義
務
が
課
さ
れ
る
。
住
宅
管
理
を
徹
底
し
、
目
的
外
の
使
用
を
禁
ず
る
こ
と
、
電

気
代
と
水
道
料
金
等
の
管
理
費
を
誠
実
に
納
付
す
る
こ
と
、
自
立
計
画
を
充
分
に
履
行
す
る
こ
と
（
三
か
月
毎
に
自
立
活
動
関
連
の
相
談
へ

同
意
）、
新
た
に
住
宅
を
取
得
し
た
ら
告
知
す
る
こ
と
（
第
一
三
条
）
等
の
約
定
書
上
の
諸
般
の
遵
守
事
項
を
履
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
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て
い
る
。

　
契
約
期
間
は
基
本
二
年
と
さ
れ
る
が
、
四
回
に
わ
た
り
更
新
で
き
て
、
最
長
一
〇
年
ま
で
の
入
居
が
可
能
で
あ
）
41
（

る
。
さ
ら
に
、
一
〇
年

の
満
期
ま
で
居
住
し
た
者
で
住
宅
公
社
の
賃
貸
住
宅
の
入
居
資
格
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、
契
約
期
間
終
了
三
か
月
前
ま
で
管
轄
住
宅
公

社
に
契
約
転
換
を
申
し
出
る
こ
と
も
で
き
る
（
第
一
〇
条
第
一
項
）。

　
た
だ
、
契
約
期
間
中
で
あ
ろ
う
と
も
契
約
解
除
が
相
当
な
事
由
が
発
生
し
た
場
合
、
契
約
は
破
棄
さ
れ
、
退
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
事
由
と
し
て
は
、
①
虚
威
又
は
、
不
正
の
手
段
を
用
い
て
住
居
支
援
の
約
定
を
締
結
し
た
場
合
、
②
三
か
月
以
上
の
家
賃
及
び
管
理

費
の
未
納
が
あ
っ
た
場
合
、
③
住
居
支
援
に
よ
る
賃
貸
契
約
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
二
か
月
以
内
に
入
居
し
な
か
っ
た
場
合
、
④
近
隣
住

民
と
の
紛
争
等
に
よ
り
苦
情
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
⑤
支
援
物
件
を
転
貸
、
あ
る
い
は
、
譲
渡
し
た
場
合
、
⑥
再
犯
を
犯
し
禁
錮
刑

以
上
の
確
定
判
決
を
受
け
た
場
合
、
⑦
支
援
物
件
で
犯
罪
に
関
わ
る
謀
議
又
は
集
会
を
行
っ
た
場
合
、
⑧
支
援
物
件
に
故
意
に
損
壊
行
為

等
を
行
っ
た
場
合
、
⑨
対
象
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
⑩
支
援
物
件
に
入
居
し
た
後
に
対
象
者
、
配
偶
者
、
同
居
家
族
（
直
系
尊
属
・
卑

属
）
が
相
続
、
売
買
等
を
し
て
住
宅
を
取
得
し
、
そ
の
事
実
を
公
団
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
場
合
、
⑪
そ
の
他
自
立
計
画
履
行
状
況
が
良
好

で
な
い
等
の
住
居
支
援
を
継
続
す
る
こ
と
が
相
当
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
第
一
四
条
）。

3
　
そ
の
他
（
合
同
結
婚
式
及
び
学
業
支
援
）

　
公
団
は
家
族
支
援
の
一
環
と
し
て
、
経
済
的
困
難
に
よ
り
結
婚
式
を
挙
げ
な
か
っ
た
保
護
対
象
者
の
夫
婦
を
集
め
、
合
同
で
結
婚
式
を

挙
げ
さ
せ
て
い
る
。
す
で
に
婚
姻
届
を
出
し
て
法
律
上
既
婚
で
は
あ
る
が
結
婚
式
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
夫
婦
や
、
結
婚
を
予
定
し
て
い

る
も
の
の
結
婚
式
を
挙
げ
ら
れ
る
経
済
的
余
裕
の
な
い
者
が
対
象
と
な
）
42
（
る
。

　
合
同
結
婚
式
は
、
国
の
予
算
や
公
団
の
資
金
で
は
な
く
法
務
保
護
委
）
43
（

員
の
協
力
で
行
わ
れ
て
お
り
、
結
婚
祝
い
と
し
て
夫
婦
に
家
電
や

祝
儀
金
を
渡
し
て
い
）
44
（
る
。
同
支
援
に
よ
り
結
婚
式
を
挙
げ
た
夫
婦
は
、
一
九
八
二
年
か
ら
二
〇
一
九
年
現
在
ま
で
で
二
七
八
五
組
に
及
）
45
（
ぶ
。
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一
方
、
学
業
支
援
は
、
出
所
者
又
は
出
所
者
の
子
と
し
て
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
に
在
学
中
で
あ
る
者
、
あ
る
い
は
、
小
学
校
卒
業

程
度
認
定
試
験
、
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
験
す
る
者
を
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
、
未
就
学
児

で
あ
っ
て
も
支
援
が
必
要
な
事
由
が
あ
る
場
合
、
保
護
審
査
会
で
そ
の
支
援
可
否
を
決
め
て
い
）
46
（
る
。

　
な
お
、
二
〇
一
八
年
か
ら
は
、
矯
正
施
設
で
の
受
刑
期
間
中
、
受
刑
者
の
子
供
に
対
す
る
学
業
支
援
を
受
け
た
者
で
出
所
後
も
引
き
続

き
学
業
支
援
を
希
望
す
る
場
合
、
公
団
に
よ
る
学
業
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
）
47
（

る
。

　
学
業
支
援
は
、
直
接
支
援
と
間
接
支
援
に
分
け
ら
れ
る
。
直
接
支
援
で
は
、
学
習
教
材
、
学
用
品
、
制
服
、（
通
学
）
定
期
）
48
（
券
、
鞄
、

給
食
費
や
学
費
等
の
金
品
を
支
給
し
、
間
接
支
援
で
は
、
親
子
へ
の
支
援
と
し
て
体
育
・
文
化
活
動
、
体
験
学
習
、
学
習
指
導
及
び
相
談

等
の
金
品
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
（「
学
業
支
援
業
務
処
理
指
針
」（
以
下
、
省
略
）
第
二
条
）。
そ
し
て
、
直
接
支
援
と
間
接
支
援
は

予
算
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
重
複
し
て
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
第
四
条
第
一
項
）。

　
間
接
支
援
は
支
援
開
始
か
ら
一
年
以
内
の
期
限
を
設
け
て
い
る
が
、
直
接
支
援
は
一
回
の
支
援
を
原
則
と
し
て
お
り
、
必
要
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
限
り
最
大
二
回
ま
で
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）。
対
象
少
年
の
状
況
に
よ
っ
て
支
援
の
詳
細
と

そ
れ
に
伴
う
支
出
が
異
な
っ
て
く
る
が
、
年
齢
に
よ
っ
て
年
間
支
援
限
度
額
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
支
援
を
実
施
し

て
い
）
49
（

る
。
一
方
、
学
業
支
援
の
中
断
事
由
と
し
て
、
対
象
者
が
再
犯
を
犯
し
た
場
合
、
対
象
者
が
支
援
終
了
を
希
望
す
る
場
合
、
対
象
者

と
三
か
月
以
上
連
絡
の
つ
か
な
い
場
合
、
学
業
支
援
の
参
加
者
が
望
ま
な
い
た
め
支
援
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
判
断
さ
れ
る
場

合
等
が
あ
る
（
第
一
〇
条
第
一
項
）。

㈢
　
支
援
の
実
施
状
況

　
公
団
の
行
う
更
生
保
護
支
援
を
生
活
支
援
、
就
労
支
援
、
家
族
支
援
、
相
談
支
援
の
四
つ
に
分
け
、
そ
の
実
施
件
数
の
合
計
を
単
純
比

較
す
る
と
、
他
の
三
つ
の
支
援
が
万
単
位
の
実
施
件
数
に
至
っ
て
い
る
一
方
、
家
族
支
援
だ
け
が
二
〇
〇
〇
件
前
後
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
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と
が
分
か
）
50
（
る
。
お
そ
ら
く
他
の

支
援
と
異
な
り
家
族
と
い
う
特

定
の
条
件
を
満
た
す
者
を
対
象

と
す
る
こ
と
が
大
き
く
起
因
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
し
て

も
現
在
の
家
族
支
援
の
実
施
件

数
は
、
同
支
援
が
十
分
活
用
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

家
族
支
援
の
中
心
と
も
い
え
る

家
族
希
望
事
業
の
実
施
人
員
が
、

明
ら
か
な
上
昇
傾
向
に
あ
る
の

は
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
象

を
、
単
に
支
援
の
必
要
な
対
象

者
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
見
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な

表２　年度別（2015 〜 2019 年度）更生保護支援の実績
（単位：件数）

2015 2016 2017 2018 2019

生活支援 宿食提供 2,340 2,273 2,167 1,846 1,568

援護支援 4,708 5,136 5,659 6,139 7,033

その他支援 7,087 11,103 12,407 13,172 14,425

合計 14,135 18,512 20,233 21,157 23,026

就業支援 職業訓練 2,505 2,882 3,003 3,602 4,305

就業斡旋 4,174 4,715 4,382 3,687 3,864

就労支援 5,014 4,997 5,655 5,726 6,117

創業支援 13 14 3 3 5

合計 11,706 12,608 13,043 13,018 14,291

家族支援 住居支援 152 152 152 220 278

合同結婚 95 95 108 86 103

家族希望事業 1,390 1,264 1,600 1,747 2,224

合計 1,637 1,511 1,860 2,053 2,605

相談支援 事前相談 22,113 27,272 30,795 30,630 32,062

社会性向上教育 3,551 3,743 3,863 3,671 3,674

心理相談 4,889 5,103 9,322 11,759 12,694

事後管理 10,993 12,327 14,343 15,144 17,148

合計 41,546 48,445 58,323 61,204 65,578

注：한국법무보호복지공단『2019법무보호연감』（2020）110쪽 .
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い
が
、
む
し
ろ
家
族
支
援
の
積
極
的
実
施
を
図
る
た
め
の
公
団
の
様
々
な

努
力
の
結
果
と
見
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
八

年
度
か
ら
二
〇
一
九
年
度
に
か
け
て
の
増
加
は
、
受
刑
者
家
族
へ
の
支
援

が
始
ま
っ
た
こ
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
評
価
が

分
か
れ
る
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
議
論
は
次
の
項
（
㈣
各

支
援
に
お
け
る
評
価
と
限
界
）
で
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
族
希
望
事
業
の
実
施
状
況
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た

め
、
二
〇
一
九
年
度
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
別
実
施
件
数
を
参
照
し
た
い
。

表
３
に
よ
る
と
、
二
〇
一
九
年
度
現
在
、
家
族
親
和
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
家
族

教
育
や
文
化
体
験
へ
参
加
し
た
者
は
八
二
名
、
家
族
心
理
相
談
を
受
け
た

者
は
六
一
名
で
あ
り
、
家
族
親
和
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
文
化
体
験
の
実
施
人

員
や
実
施
件
数
が
圧
倒
的
に
多
い
。
家
族
親
和
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
自
体
、

公
演
観
覧
、
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
、
体
験
活
動
等
、
娯
楽
に
近
い
性
質
を
持
っ

て
お
り
、
お
そ
ら
く
参
加
す
る
側
と
し
て
気
楽
に
参
加
で
き
る
と
い
う
点

が
実
績
に
肯
定
的
に
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
家
族
心
理
相

談
で
は
、
実
人
員
が
六
一
名
で
あ
る
の
に
対
し
各
相
談
の
人
員
と
件
数
が

一
三
三
名
と
四
五
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
一
人
が
一
つ

の
相
談
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
相
談
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
個
々
の
相
談
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
数
回
に
わ
た
り

表３　2019 年度家族希望事業の実績

家族親和
プログラム

実人員
（人）

実施世
帯数

プログラム別開始人員及び件数

合計 家族教育 家族キャ
ンプ 文化体験

82 38

開始人員
（人）  82  17 ―  65

開始件数
（件）  83  18 ―  65

家族心理相談

実人員（人） 合計 家族深化
相談

家族心理
検査

家族集団
相談

61

開始人員
（人） 133  43  48  42

開始件数
（件） 455 271  87  97

注：한국법무보호복지공단『2019법무보호연감』（2020）174쪽 .
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行
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
要
す
る
に
、
家
族
心
理
相
談
が
一
回
行
う
イ
ベ
ン
ト
的
な
支
援
で
な
く
一
定
の
期
間
継
続
し
て
行
う

支
援
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
、
家
族
希
望
事
業
と
同
じ
く
住
居
支
援
も
実
施
件
数
の
増
加
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
住
居
支
援
を
初
め
て
実
施
し
た

二
〇
〇
六
年
は
一
三
三
戸
の
物
件
が
与
え
ら
れ
た
が
、
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
一
七
年
の
間
に
は
毎
年
一
五
二
戸
が
、
さ
ら
に
、
二
〇
一
八

年
と
二
〇
一
九
年
で
は
そ
れ
ぞ
れ
二
二
〇
戸
が
提
供
さ
れ
、
支
援
初
期
の
頃
よ
り
住
居
支
援
用
の
物
件
数
自
体
が
随
分
増
え
て
い
）
51
（

る
。

　
住
居
支
援
の
場
合
、
同
支
援
を
希
望
す
る
者
、
ま
た
、
同
支
援
が
必
要
な
者
共
に
多
く
い
る
が
、
持
続
的
に
増
え
て
は
い
る
も
の
の
、

支
援
に
お
け
る
物
件
の
戸
数
に
限
界
が
あ
り
、
そ
の
実
績
を
大
幅
に
増
や
す
こ
と
は
難
し
い
。
な
お
、
そ
の
戸
数
自
体
、
公
団
の
意
思
だ

け
で
変
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
住
宅
公
社
の
理
解
と
協
力
が
前
提
と
な
る
事
柄
で
あ
る
た
め
、
同
支
援
の
拡
充
は
他

の
支
援
の
そ
れ
よ
り
難
点
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
中
で
の
近
年
の
実
施
状
況
の
上
昇
は
、
同
支
援
の
積
極
的
推
進
へ
の

公
団
の
確
固
た
る
意
思
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
住
居
支
援
の
更
な
る
拡
大
が
期
待
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

㈣
　
各
支
援
に
お
け
る
評
価
と
限
界

　
公
団
に
よ
る
家
族
支
援
は
、
支
援
の
対
象
を
更
生
保
護
対
象
者
と
そ
の
家
族
と
し
て
お
り
、
更
生
保
護
の
支
援
対
象
を
本
人
だ
け
に
限

定
し
て
き
た
長
年
の
固
定
観
念
を
覆
す
大
胆
な
試
み
で
あ
っ
た
。
な
お
、
家
族
支
援
と
し
て
一
つ
の
方
法
を
講
ず
る
の
で
は
な
く
、
精
神

的
サ
ポ
ー
ト
か
ら
経
済
的
な
支
援
に
わ
た
り
様
々
な
方
法
を
用
い
て
お
り
、
更
生
保
護
対
象
者
と
家
族
の
求
め
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
合
わ

せ
た
支
援
を
提
供
し
て
い
る
点
に
お
い
て
評
価
に
値
す
る
。

　
そ
し
て
、
家
族
支
援
の
意
義
を
次
の
二
つ
の
側
面
か
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
家
族
支
援
を
通
じ
て
更
生
保
護
対
象
者
と

家
族
の
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
は
、
単
に
家
族
関
係
の
改
善
と
い
う
効
果
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
改
善
更
生
や
社
会
復
帰
を
助
け

る
効
果
も
伴
う
も
の
で
あ
る
。
安
定
し
た
家
庭
環
境
や
信
頼
を
取
り
戻
し
た
家
族
関
係
は
、
更
生
保
護
対
象
者
の
再
犯
を
防
ぐ
最
も
強
力
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な
要
因
に
な
る
と
言
わ
れ
て
お
）
52
（
り
、
こ
の
よ
う
な
効
果
は
更
生
保
護
支
援
と
し
て
の
家
族
支
援
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　
な
お
、
家
族
支
援
は
更
生
保
護
対
象
者
の
家
族
が
抱
え
る
問
題
に
対
応
す
る
支
援
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
。
家
族
関
係
の
修
復
を
目
指

す
心
理
相
談
は
、
更
生
保
護
対
象
者
本
人
に
と
っ
て
必
要
な
支
援
で
あ
る
が
、
同
じ
く
そ
の
家
族
に
と
っ
て
も
必
要
な
支
援
で
あ
る
。
学

業
支
援
の
場
合
、
更
生
保
護
対
象
者
で
あ
る
親
を
持
つ
た
め
学
業
へ
の
支
障
が
危
惧
さ
れ
る
子
供
の
学
業
を
助
け
る
支
援
と
し
て
、
専
ら

そ
の
子
供
が
支
援
の
直
接
的
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
家
族
支
援
は
更
生
保
護
対
象
者
の
家
族
へ
焦
点
を
当
て
た
支
援
と
し
て

更
生
保
護
の
新
た
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
家
族
支
援
の
各
取
組
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
評
価
、
ま
た
は
、
指
摘
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
家
族
希
望
事
業
の
中
心
に
あ
る
家
族
心
理
相
談
で
は
、
専
門
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
備
え
高
い
効
果
が
期
待
で
き
る
。
家
族
希
望

事
業
の
運
営
の
た
め
専
門
心
理
相
談
職
を
配
置
し
、
専
門
知
識
に
基
づ
い
た
心
理
相
談
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
お
り
、
更
生
保
護
対

象
者
と
そ
の
家
族
に
上
質
な
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
心
理
相
談
を
受
け
た
者
、
心
理
相
談
の
受
け
ら
れ

る
者
の
ど
ち
ら
も
決
し
て
多
く
な
く
、
支
援
の
実
施
が
か
な
り
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
更
生
保
護
対
象
者
と
そ
の
家
族
は

心
理
相
談
を
受
け
る
た
め
に
家
族
希
望
セ
ン
タ
ー
を
複
数
回
に
わ
た
り
通
わ
な
い
と
い
け
な
い
が
、
当
然
、
通
院
で
き
る
距
離
に
住
ん
で

い
る
家
族
よ
り
居
住
地
が
同
院
か
ら
遠
く
通
え
な
い
家
族
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
移
動
距
離
が
長
く
通
院
に
か
か
る
時
間
が
負
担
に
な

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
移
動
の
た
め
必
要
な
交
通
費
も
本
人
と
家
族
に
と
っ
て
は
同
支
援
を
諦
め
さ
せ
る
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
。

さ
ら
に
、
近
い
距
離
に
居
住
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
通
院
が
可
能
な
距
離
に
居
住
し
て
い
る
場
合
で
も
、
平
日
の
時
間
を
割
い
て
心

理
相
談
に
来
ら
れ
る
人
は
大
幅
に
限
ら
れ
る
。
特
に
、
日
雇
労
働
に
従
事
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
心
理
相
談
に
参
加
す
る
日
は
そ
の
日
の
仕

事
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
影
響
は
生
活
に
直
接
的
に
重
大
で
あ
っ
て
、
生
計
を
立
て
る
た
め
心
理
相
談
を
諦
め
て
し
ま

う
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
公
団
も
早
い
段
階
か
ら
認
識
し
て
お
り
、
よ
り
多
く
の
家
族
に
心
理
相
談
の
支
援
を
行
う
た
め
、
心
理
相
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談
に
参
加
す
る
家
族
に
交
通
費
を
支
給
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
対
策
で
実
際
ど
れ
ほ
ど
効
果
が
出
る
か
は
疑
問
に
思
え
る
と

こ
ろ
も
あ
り
、
も
っ
と
根
本
的
な
対
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
住
居
支
援
は
、
更
生
保
護
対
象
者
と
家
族
に
安
定
し
た
居
住
地
を
提
供
し
、
本
人
と
そ
の
家
族
が
地
域
社
会
に
定
着
で
き
る
よ

う
助
け
る
最
も
積
極
的
な
支
援
で
あ
る
。
実
際
、
他
の
更
生
保
護
支
援
と
比
べ
そ
の
満
足
度
が
最
も
高
く
、
再
犯
率
は
断
然
低
い
と
評
価

さ
れ
て
い
）
53
（

る
。
た
だ
、
こ
の
満
足
度
と
再
犯
率
の
数
値
だ
け
を
も
っ
て
同
支
援
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
満
足
度
調
査
は
持
続
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
期
間
、
限
ら
れ
た
人
員
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
住
居
支

援
に
対
す
る
満
足
度
を
表
す
数
値
と
し
て
有
意
性
に
欠
け
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
再
犯
率
に
関
し
て
は
よ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

公
団
の
発
表
し
た
再
犯
率
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
い
た
数
値
か
、
ど
の
期
間
を
算
出
し
た
数
値
か
が
定
か
で
な
く
、
統
計

と
し
て
の
意
義
が
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
他
の
支
援
と
比
べ
、
ま
た
は
、
全
体
の
刑
務
所
出
所
者
等
の
再
犯
率
と
比

べ
、
同
支
援
を
受
け
た
者
の
再
犯
率
が
断
然
低
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
支
援
に
よ
る
効
果
か
、
そ
れ
と
も
、
住
居

支
援
を
受
け
た
対
象
者
自
体
、
再
犯
の
危
険
が
低
い
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
多
く
の
希
望
者
の
中
か
ら
限

ら
れ
た
支
援
対
象
者
を
選
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
支
援
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
住
居
支
援
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
）
54
（
る
。

　
そ
し
て
、
住
居
支
援
の
退
去
事
由
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必
要
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
近
隣
住
民
等
と
の
紛
争

等
が
生
じ
た
時
、
対
象
者
に
そ
の
非
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
隣
住
民
等
と
の
関
係
が
上
手
く
い
か
ず
発
生
す
る
紛
争
等
も
あ
る
は

ず
で
、
そ
の
責
任
を
対
象
者
と
家
族
だ
け
に
押
し
付
け
る
こ
と
が
果
た
し
て
正
し
い
解
決
策
か
疑
問
が
残
る
。
対
象
者
と
家
族
を
そ
の
家

か
ら
退
去
さ
せ
る
よ
り
は
、
公
団
が
紛
争
が
生
じ
た
当
事
者
の
間
に
入
り
仲
裁
を
行
う
方
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
遵
守
事
項

の
履
行
が
良
好
で
な
い
場
合
と
い
う
の
も
そ
の
判
断
基
準
が
曖
昧
で
あ
り
、
居
住
地
と
い
う
一
家
と
し
て
は
生
活
の
根
幹
に
関
わ
る
環
境

を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
が
現
場
の
判
断
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
実
際
起
こ
る
可
能

性
は
大
変
低
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
余
地
を
わ
ざ
わ
ざ
規
定
上
残
す
意
味
も
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
退
去
事
由
か
ら
排
除
す
べ
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き
だ
と
思
う
。

　
一
方
、
合
同
結
婚
式
は
、
結
婚
式
の
持
つ
象
徴
的
な
意
味
が
そ
の
者
の
更
生
に
繫
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
支
援
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
支
援
に
よ
る
効
果
を
測
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
は
さ
て
お
き
、
四
〇
年
前
と
比
べ
て
、
現
在
、
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
が
更
生

に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特
に
、
同
支
援
の
有
す
る
意
味
、
同
支
援
の
果
た
す
役
割
等
に
つ
い
て

正
確
な
根
拠
に
基
づ
く
分
析
が
不
足
し
て
い
る
が
、
対
象
者
と
そ
の
家
族
に
と
っ
て
有
意
義
な
支
援
と
な
る
た
め
に
は
、
研
究
に
よ
る
客

観
的
な
根
拠
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
合
同
結
婚
式
が
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
伝
統
的
な
儀
式
の
一
つ
で
あ

る
と
し
て
も
、
今
後
の
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
大
々
的
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
学
業
支
援
は
、
更
生
保
護
対
象
者
が
親
と
し
て
子
に
対
す
る
養
育
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
補
助
す
る
機
能
と
、
前
述
し
た
通

り
、
更
生
保
護
対
象
者
の
子
の
学
業
上
必
要
な
支
援
と
し
て
本
人
で
は
な
く
そ
の
家
族
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
機
能
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
刑
務
所
出
所
者
等
の
中
で
子
供
を
有
す
る
者
は
、
自
分
自
身
の
自
立
、
社
会
定
着
の
た
め
に
努
め
る
こ
と
に
加
え
、
自
分
の
子
に
対
す

る
親
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
養
育
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
、
本
人
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰

に
お
け
る
強
力
な
動
機
で
あ
り
な
が
ら
、
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
を
遂
げ
た
か
否
か
を
分
別
す
る
指
標
の
一
つ
に
も
な
る
。
し
か
し
、
多

く
の
刑
務
所
出
所
者
等
は
自
分
一
人
の
住
む
場
所
を
探
し
就
職
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
り
、
そ
の
う
え
子
供
の
養
育
の
責
任
を
果
た
さ

な
い
と
い
け
な
い
状
況
と
な
れ
ば
、
そ
の
者
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
は
さ
ら
に
困
難
さ
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
子
供
の
学
業
に

必
要
な
最
低
限
の
経
済
的
援
助
を
し
な
が
ら
教
育
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
人
の
養
育
に
お
け
る
負
担
を
少
し
で
も
減
ら
し
、
そ
の

者
の
更
生
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
業
支
援
が
本
人
の
再
犯
等
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
支
援
に
お
け
る
大
き
な
欠
陥
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
こ
の
よ
う
な
終
了
事
由
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
更
生
保
護
対
象
者
の
本
人
の
改
善
更
生
の
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
た

め
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
学
業
支
援
の
真
の
対
象
者
で
あ
る
子
供
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
親
の
都
合
に
よ
り
支
援
が
中
断
さ
れ
学
業
に
支
障
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が
生
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
子
は
ま
た
親
に
よ
っ
て
理
不
尽
な
経
験
を
さ

せ
ら
れ
、
せ
っ
か
く
修
復
に
向
か
っ
て
い
た
親
子
関
係
も
振
り
出
し
に

戻
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
在
の
学
業
支
援
に
お
け
る
終
了
事

由
を
見
直
し
、
よ
り
更
生
保
護
対
象
者
の
子
供
の
利
益
に
沿
う
支
援
を

目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
近
年
公
団
が
更
生
保
護
対
象
者
だ
け
で
な
く
受
刑
者
の
家

族
ま
で
そ
の
支
援
を
拡
大
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
す

る
。
公
団
に
よ
る
受
刑
者
家
族
に
対
す
る
支
援
の
実
施
は
、
受
刑
者
が

出
所
し
て
す
ぐ
に
安
定
し
た
環
境
の
下
で
社
会
復
帰
で
き
る
機
会
を
与

え
る
。
そ
し
て
、
近
年
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
取
組
で
は
あ
る
も
の
の
、

表
４
の
実
績
か
ら
し
て
同
取
組
に
対
す
る
公
団
の
積
極
的
な
姿
勢
が
窺

わ
れ
、
今
後
受
刑
者
家
族
支
援
の
さ
ら
な
る
拡
充
が
予
想
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
家
族
支
援
を
必
要
と
す
る
更
生
保
護
対
象
者
の
多
く
が
実

際
に
は
同
支
援
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
が
あ
り
、
そ
の
状

況
に
お
い
て
、
刑
務
所
に
在
所
中
で
あ
る
受
刑
者
の
家
族
へ
の
支
援
を

拡
大
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
受
刑
者
と
更
生
保

護
対
象
者
を
分
け
て
同
支
援
を
評
価
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が

あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
は
い
え
、
更
生
保
護
支
援

の
対
象
者
で
な
い
者
を
対
象
に
入
れ
て
、
更
生
保
護
支
援
と
し
て
の
家

表４　2019 年度受刑者家族支援の実績

人数（人） 回数（回）

学習指導補助 158 467

心理相談

個人相談 152 182

集団相談  10  13

心理検査  54  55

人数（人） 金額（千ウォン）

経済支援

援護支援 181 42,430

学業物品支援 523 77,629

奨学金支援  51  9,460

選定人員（世帯数） 入居完了（世帯数）

住居支援  21 14

注：한국법무보호복지공단『2019법무보호연감』（2020）174쪽 .
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族
支
援
が
拡
大
さ
れ
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
団
が
受
刑
者
と
そ
の
家
族
に
ま
で
支
援
の
範
囲
を
広
げ
て
い
る
こ

と
を
非
難
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
ず
、
更
生
保
護
対
象
者
へ
の
支
援
が
十
分
行
わ
れ
た
後
に
、
受
刑
者
と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
を
実

施
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
、
更
生
保
護
支
援
と
し
て
の
家
族
支
援
の
さ
ら
な
る
拡
充
を
図
る
た
め
の
努
力
を
期
待

し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
　
更
生
保
護
施
設
の
新
し
い
役
割
と
し
て
の
家
族
支
援

　
最
後
に
、
以
上
の
韓
国
の
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
家
族
支
援
の
内
容
を
踏
ま
え
、
日
本
の
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
家
族
支
援
の
導

入
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
そ
の
導
入
の
必
要
性
を
確
か
め
、
支
援

の
在
り
方
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
を
行
う
意
義
を
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
か
。
刑

務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
に
家
族
支
援
の
ニ
ー
ズ
は
あ
る
の
か
。
家
族
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
期
待
で
き
る
効
果
と
し
て
は
何
が

あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
議
論
は
、
家
族
支
援
の
導
入
を
裏
付
け
る
最
も
根
本
的
な
論
点
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
議

論
は
ほ
ぼ
な
さ
れ
て
い
な
い
に
等
し
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
が
同
支
援
の
必
要
性
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
加
害
者
家
族
支
援
を
目
的
と
す
る
民
間
団
体
の
活
動
や
特
定
の
少
年
更
生
保
護
施
設
に
よ
る

取
組
は
、
ま
さ
に
、
家
族
支
援
の
必
要
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
実
務
の
現
場
で
は
家
族
支
援
の
必
要
性
が
認
知
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
保
護
観
察
の
実
施
で
は
、
家
族
の
働
き
か
け
が
対
象
者
本
人
の
立
ち
直
り
へ
の
強
い
動
機
づ
け

に
な
る
と
期
待
さ
）
55
（

れ
、
家
族
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
一
方
で
、
自
責
の
念
や
無
力
感
を
抱
え
る
等
の
理
由
で
対
象
者
だ
け
で
な
く
家
族
に

一
定
の
支
援
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
）
56
（

る
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
鑑
み
て
、
現
在
、
更
生
保
護
分
野
で
具
体
的
に
家
族
支
援
の
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導
入
を
主
張
す
る
見
解
が
な
い
と
し
て
も
、
家
族
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
そ
の
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
冒
頭
（
一
問
題
の
所
在
）
で
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
深
刻
な
再
犯
状
況
を
打
開
す
る
対
策
と
し
て
家
族
支

援
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
中
に
は
、
家
族
が
い
な
い
者
や
、
家
族
と
の
関
係
の
修
復
が
全
く

見
込
ま
れ
な
い
者
等
の
、
家
族
支
援
を
施
し
よ
う
が
な
い
者
の
存
在
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
者
に
は
家
族
支
援
が
機
能
し
な
い
と
の
指
摘
も

あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
家
族
と
の
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
が
共
に

抱
え
て
い
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
の
効
果
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場

合
、
同
支
援
に
よ
る
再
犯
防
止
の
効
果
は
決
し
て
否
定
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
更
生
保
護
事
業
と
し
て
の
取
組
が
、
刑
務
所
出
所
者
等

の
す
べ
て
の
対
象
者
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
、
か
つ
、
す
べ
て
の
対
象
者
へ
改
善
更
生
、
社
会
復
帰
、
そ
し
て
、
再
犯
防
止
の
効
果
が
あ
る

こ
と
も
大
事
だ
が
、
社
会
の
変
化
に
伴
い
刑
務
所
出
所
者
等
の
抱
え
る
問
題
が
多
様
か
つ
複
雑
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
こ
と
が
今
後
の
更
生
保
護
事
業
に
求
め
ら
れ
る
役
割
の
一
つ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
支
援
の
ニ
ー
ズ
を
抱
え
る
者
に
、

そ
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
支
援
を
講
じ
て
、
再
び
犯
罪
を
犯
す
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
は
、
現
在
の
更
生
保
護
事
業
の
目
指
す
べ
き
在
り
方
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
再
犯
防
止
対
策
と
し
て
同
支
援
の
意
義
を
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
に
必
要
な
支
援
と
し
て
は
何
が
あ
る
の
か
、
そ
の
取
組
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
な

の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
取
組
の
対
象
は
ど
う
設
定
さ
れ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
そ
の
取
組
の
実
施
は
ど
こ
が
担
う
べ
き
か
。

　
ま
ず
、
家
族
支
援
の
対
象
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
更
生
保
護
事
業
の
一
環
と
し
て
家
族
支
援
を
導
入
す
る
際
、
現
在
の
制
度
の
ま
ま

で
は
、
家
族
支
援
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者
は
更
生
保
護
事
業
の
対
象
者
、
す
な
わ
ち
、
保
護
観
察
対
象
者
及
び
、
更
生
緊
急
保
護
対
象
）
57
（

者

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
家
族
が
一
緒
に
住
め
る
居
住
地
の
提
供
や
本
人
で
な
く
そ
の
子
に
対
す
る
学
費
・
学
習
補
助
と
い
っ
た

支
援
は
事
実
上
そ
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
る
。
韓
国
で
行
わ
れ
て
い
る
家
族
支
援
の
例
に
鑑
み
て
、
こ
れ
ら
の
支
援
は
長
い
期
間
、
特
に
、

住
居
支
援
に
お
い
て
は
最
低
二
年
の
期
間
が
必
要
と
な
る
が
、
更
生
保
護
事
業
の
対
象
者
へ
の
支
援
期
間
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
短
い
の
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が
現
状
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
保
護
観
察
期
間
が
長
く
、
家
族
支
援
の
受
け
ら
れ
る
期
間
が
確
保
で
き
る
者
も
い
る
が
、
更
生
保
護
事
業

の
対
象
者
の
多
く
は
保
護
観
察
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
っ
た
り
、
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
者
と
し
て
保
護
期
間
が
六
か
月
未
満
で
あ
っ

た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
更
生
保
護
事
業
の
対
象
者
で
は
、
家
族
支
援
の
実
施
に
十
分
な
保
護
期
間
を
持
た
な
い
た
め
、
家
族
支

援
を
受
け
ら
れ
な
い
問
題
が
発
生
し
か
ね
な
い
。

　
な
お
、
現
在
の
法
律
で
は
、
更
生
保
護
事
業
の
対
象
者
に
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
家
族
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
家

族
に
対
す
る
支
援
の
実
施
が
で
き
な
い
点
を
指
摘
で
き
る
。
実
務
で
は
、
保
護
観
察
対
象
者
の
家
族
に
対
し
て
は
保
護
司
が
、
更
生
保
護

施
設
入
所
者
の
家
族
に
対
し
て
は
更
生
保
護
施
設
の
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
談
に
応
じ
た
り
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と

も
あ
る
が
、
家
族
支
援
の
導
入
に
伴
い
本
格
的
に
そ
の
家
族
を
支
援
の
対
象
と
す
る
と
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
本
人
だ
け
で
な
く
そ
の
家

族
へ
の
支
援
を
基
礎
づ
け
る
法
的
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
前
記
の
支
援
期
間
に
関
す
る
問
題
も
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
現
在
の
更
生
保
護
事
業
の
対
象
者
と
は
別
に
家
族
支
援
の
対
象
者
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
家
族
支

援
の
対
象
者
を
、
保
護
観
察
対
象
者
の
家
族
、
ま
た
は
、
更
生
緊
急
保
護
対
象
者
の
家
族
と
し
、
ま
た
、
そ
の
家
族
と
い
う
の
は
、
事
実

婚
を
含
む
配
偶
者
、
四
親
等
以
内
の
血
族
等
の
よ
う
に
限
定
し
て
、
な
る
べ
く
具
体
的
に
明
示
す
る
方
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
支
援
期

間
に
つ
い
て
も
、
他
の
支
援
よ
り
長
い
期
間
を
要
す
る
家
族
支
援
の
特
性
を
踏
ま
え
、
支
援
開
始
か
ら
一
年
以
内
と
す
る
等
、
現
在
の
規

定
よ
り
、
よ
り
長
く
支
援
期
間
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
住
居
支
援
に
必
要
な
期
間
の
確
保
は
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
問
題
は
今
後
日
本
が
導
入
す
る
住
居
支
援
の
具
体
的
な
内
容
に
よ
っ
て
対
応
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
住
居
支
援

を
、
賃
貸
契
約
に
お
け
る
補
助
や
、
契
約
金
の
援
助
等
の
よ
う
に
、
継
続
的
な
家
賃
の
援
助
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
入
居
に
際
し
て
の

支
援
に
徹
す
る
支
援
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
支
援
期
間
を
居
住
期
間
と
同
様
の
期
間
に
設
定
す
る
必
要
は
な
い
は
ず

で
、
他
の
家
族
支
援
よ
り
長
い
支
援
期
間
を
別
に
設
け
な
く
て
も
支
援
の
実
施
上
問
題
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
家
族
支
援
の
実
施
主
体
と
し
て
、
民
間
機
関
で
あ
る
加
害
者
家
族
支
援
団
体
と
更
生
保
護
施
設
、
あ
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る
い
は
、
国
家
機
関
の
保
護
観
察
所
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
全
国
で
二
か
所
し
か
存
在
し
な
い
加
害
者
家
族
支
援
の
民
間
団
体
に
、

刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
を
全
部
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
実
現
可
能
性
が
大
変
低
い
方
策
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
家
機

関
の
保
護
観
察
所
を
実
施
主
体
と
す
る
場
合
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
本
人
の
改
善
更
生
・
社
会
復
帰
を
図
る
た
め
の
支
援
と
し
て
保
護
観

察
所
に
よ
る
家
族
支
援
の
実
施
が
十
分
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
本
稿
で
提
案
し
て
い
る
家
族
支
援
で
は
保
護
観
察
対
象
者
の
家
族
が
支
援

の
対
象
と
な
る
住
居
支
援
や
学
業
支
援
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
ま
で
保
護
観
察
所
が
直
接
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
議
論
の
余
地
が
多
く
慎
重
な
判
断
が
要
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
更
生
保
護
事
業
の
一
環
と
し
て
の
家
族
支
援
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
現
在
更
生
保
護
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
更
生
保
護
施
設
が
家
族
支
援
を
担
う
こ
と
が
最
も
自
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、

更
生
保
護
施
設
の
中
に
は
、
既
に
家
族
関
係
の
良
好
で
な
い
者
に
対
し
て
相
談
を
行
っ
た
り
、
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
応
じ
た
り
し
て
、

必
要
に
応
じ
て
入
所
者
と
家
族
へ
の
対
応
を
行
う
施
設
が
あ
り
、
本
稿
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
非
行
少
年
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
家
族

支
援
を
実
施
し
て
い
る
施
設
の
存
在
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
現
在
の
更
生
保
護
施
設
に
制
度
的
か
つ
体
系
的
な
家
族
支
援
は
存
在
し
な
い

も
の
の
、
家
族
支
援
の
性
格
を
帯
び
る
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
更
生
保
護
事
業
と
し
て
の
家
族
支
援
の
導
入
に
際

し
、
更
生
保
護
施
設
を
そ
の
実
施
主
体
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
家
族
支
援
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
取
組
が
考
え
ら
れ
る
か
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

韓
国
の
例
を
参
考
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
韓
国
で
行
わ
れ
て
い
る
家
族
支
援
と
し
て
、
家
族
希
望
事
業
（
心
理
相
談
）、
住
居
支
援
、

合
同
結
婚
式
、
子
供
の
学
業
支
援
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
合
同
結
婚
式
に
関
し
て
は
同
支
援
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
の
明
確
な
証
拠
が
乏

し
い
上
、
日
韓
の
間
に
は
結
婚
式
に
関
す
る
社
会
的
、
個
人
的
意
義
に
多
か
れ
少
な
か
れ
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
検
討
の
対
象
か

ら
外
す
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
心
理
相
談
は
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
関
係
を
修
復
さ
せ
る
有
力
な
効
果
が
あ
る
と
期
待
さ
れ
、
家
族
支
援
と
し
て

欠
か
せ
な
い
取
組
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
現
在
も
更
生
保
護
施
設
で
は
定
期
的
な
面
談
を
実
施
し
入
所
者
の
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
を
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行
っ
て
お
り
、
家
族
支
援
と
し
て
の
心
理
相
談
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
現
在
の
更
生
保
護

施
設
に
よ
る
心
理
相
談
と
い
う
名
目
の
面
談
を
そ
の
ま
ま
発
展
さ
せ
、
家
族
支
援
と
し
て
の
役
割
を
追
加
す
る
こ
と
に
は
、
家
族
支
援
と

し
て
の
心
理
相
談
に
よ
る
本
来
の
効
果
を
十
分
発
揮
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
在
の
心
理
相
談
は
、
家
族
関
係
に
関

す
る
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
更
生
保
護
施
設
の
入
所
者
が
社
会
復
帰
や
自
立
に
関
し
て
抱
く
様
々
な
不
安
や
、

施
設
で
生
活
す
る
中
で
の
悩
み
に
つ
い
て
の
相
談
に
徹
し
て
お
り
、
心
理
相
談
の
専
門
家
に
よ
る
そ
れ
と
は
大
き
く
性
質
が
異
な
る
か
ら

で
あ
る
。
故
に
、
現
在
の
心
理
相
談
に
家
族
支
援
の
側
面
を
追
加
す
る
だ
け
で
は
、
家
族
と
の
関
係
の
修
復
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
る

と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
各
更
生
保
護
施
設
の
職
員
は
更
生
保
護
支
援
全
般
に
関
わ
っ
て
お
り
、
現
在
で
も
職
員
一
人
が
抱
え
る
業
務
負
担
の
大
き
さ

に
つ
い
て
改
善
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
家
族
関
係
修
復
に
向
け
た
専
門
的
な
心
理
相
談
ま
で
加
わ
る
と
、
既
存
の
業
務
に
ま
で
支
障
が
生
ず

る
事
態
が
危
惧
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
支
援
と
し
て
の
心
理
相
談
は
、
相
談
専
門
機
関
へ
の
業
務
委
託
に
よ
る
方
法
、
ま
た
は
、

地
域
拠
点
の
更
生
保
護
施
設
を
指
定
し
、
心
理
相
談
の
専
門
家
を
配
置
す
る
方
法
に
よ
っ
て
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

　
地
域
拠
点
の
更
生
保
護
施
設
を
指
定
す
る
方
法
は
、
要
す
る
に
、
各
地
域
に
一
箇
所
以
上
の
施
設
で
専
門
的
心
理
相
談
職
を
配
置
し
、

家
族
支
援
と
し
て
の
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
専
門
的
処
遇
を
行
わ
せ
る
た
め
一
部
の
更
生
保
護
施
設
を
指
定
す
る
方
法
は
、
薬

物
処
遇
重
点
実
施
更
生
保
護
施
設
の
指
）
58
（
定
、
お
よ
び
高
齢
者
・
障
が
い
者
に
対
す
る
処
遇
に
特
化
し
た
施
設
の
指
）
59
（
定
の
経
験
も
あ
り
、
家

族
支
援
に
お
い
て
も
十
分
考
え
ら
れ
る
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
長
年
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
に
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
へ
の

理
解
が
深
い
更
生
保
護
施
設
が
直
接
支
援
を
実
施
す
る
点
で
、
そ
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
方
法
で
は
、
家
族
支
援
を
専
門

と
す
る
指
定
更
生
保
護
施
設
が
、
対
象
者
と
そ
の
家
族
が
通
え
な
い
距
離
に
あ
り
相
談
が
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
は
あ
り
得
る
。

　
一
方
で
、
相
談
専
門
機
関
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
方
法
は
、
よ
り
多
く
の
対
象
者
へ
の
支
援
が
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
既
存
の

イ
ン
フ
ラ
を
活
用
す
る
た
め
早
く
家
族
支
援
を
導
入
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法
に
お
け
る
更
生
保
護
施
設
の
役
割
と
し
て
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は
、
対
象
者
等
と
相
談
専
門
機
関
を
繫
げ
る
仲
介
的
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
専
門
的
心
理
相
談
と
並
行
し
て
対
象
者
等
の
精
神
的
ケ
ア
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
次
に
、
住
居
支
援
の
導
入
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
家
族
が
一
緒
に
住
め
る
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
家
族
関
係
の
修
復
に
お
い

て
最
も
効
果
的
な
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
本
人
の
改
善
更
生
の
効
果
に
つ
い
て
も
大
い
に
期
待
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
効
果

だ
け
を
み
て
同
支
援
を
す
ぐ
取
り
入
れ
る
に
は
、
日
本
の
更
生
保
護
の
事
情
に
合
わ
な
い
部
分
が
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在

の
更
生
保
護
施
設
が
韓
国
で
行
わ
れ
て
い
る
住
居
支
援
の
よ
う
な
取
組
を
直
接
行
う
こ
と
は
、
定
員
二
〇
人
以
下
の
小
規
模
施
設
が
多
く
、

さ
ら
に
、
慢
性
的
な
経
営
難
に
苦
し
ん
で
い
る
日
本
の
更
生
保
護
施
設
の
実
情
か
ら
し
て
と
て
も
難
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
韓
国
の
場

合
も
公
団
独
自
に
よ
る
試
み
で
は
な
く
他
機
関
と
の
連
携
に
基
づ
き
同
支
援
の
導
入
を
実
現
し
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
住
宅
公

社
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
同
支
援
が
開
始
さ
れ
、
現
在
も
住
宅
公
社
と
の
協
力
に
基
づ
き
支
援
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
日
本
で
も
、
各
自
治
体
が
公
営
住
宅
を
保
有
し
て
お
り
、
住
居
に
困
っ
て
い
る
低
所
得
者
に
賃
貸
し
て
い
る
が
、
こ
の
制
度
を
活
用
し

刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
へ
の
住
居
支
援
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
家
族
支
援
の
目
的
を
内
包
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
住
居
確
保
の
た
め
の
公
営
住
宅
の
活
用
は
、
既
に
「
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

第
一
五
）
60
（

条
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
指
針
で
あ
り
、
今
後
積
極
的
実
施
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
取
組
の
拡
大
に
際
し
、

家
族
支
援
と
し
て
の
活
用
も
実
現
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
入
居
資
格
が
揃
っ
て
い
れ
ば
、
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
が
自
ら
公
営
住
宅
へ
の
入
居
を
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
あ
え
て
更
生
保
護
支
援
と
し
て
住
居
支
援
を
行
う
必
要
は
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
や
社
会
の
各
種
福
祉
を
上
手
く
利
用
で
き
て
い
な
い
現
実
が
あ
り
、
そ
れ

ら
の
者
を
助
け
る
た
め
の
支
援
と
し
て
更
生
保
護
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
、
各
自
治
体
に
よ
る
公
営

住
宅
の
賃
貸
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
ず
困
っ
て
い
る
刑
務
所
出
所
者
等
と
そ
の
家
族
を
助
け
る
支
援
と
し
て
、
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
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住
居
支
援
の
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
子
供
の
学
業
支
援
に
つ
い
て
は
、
刑
務
所
出
所
者
等
の
背
負
う
養
育
の
責
任
を
補
助
す
る
こ
と
で
親
子
関
係
の
修
復
を
助
け
、

刑
務
所
出
所
者
等
の
子
供
の
ニ
ー
ズ
を
充
足
さ
せ
る
等
の
効
果
が
期
待
さ
れ
、
そ
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
心
理
相
談
、

住
居
支
援
、
子
供
の
学
業
支
援
の
三
つ
の
取
組
に
共
通
す
る
指
摘
で
あ
る
が
、
現
在
の
更
生
保
護
施
設
に
子
供
の
学
業
支
援
を
期
待
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
、
更
生
保
護
施
設
の
財
政
は
保
護
観
察
所
か
ら
の
委
託
費
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
子
供
の
学
業
支
援
に

お
い
て
も
同
じ
く
委
託
費
を
受
け
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
対
象
者
へ
一
定
金
額
を
支
給
す
る
だ
け
の
学
費
補
助
の
場
合
、
わ
ざ
わ

ざ
民
間
の
更
生
保
護
施
設
に
委
託
し
て
実
施
す
る
意
味
は
特
に
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
学
習
補
助
に
お
い
て
も
、
適
任
者
を
探
し
業

務
を
委
託
す
る
こ
と
を
各
々
の
更
生
保
護
施
設
に
任
せ
る
意
味
は
特
に
な
い
は
ず
で
、
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
で
同
取
組
の
実
施
に
お
け

る
効
率
性
の
欠
如
が
危
惧
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
継
続
保
護
事
業
を
営
む
更
生
保
護
施
設
で
な
く
別
の
機
関
、
例
え
ば
、

保
護
観
察
所
や
一
時
保
護
事
業
を
営
む
更
生
保
護
法
人
等
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
更
生
保
護
事
業
の
中
で

も
子
供
の
学
業
支
援
だ
け
を
保
護
観
察
所
に
直
接
行
わ
せ
る
こ
と
の
相
当
性
は
説
明
し
難
く
、
一
時
保
護
事
業
を
営
む
更
生
保
護
法
人
等

に
委
託
す
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
時
保
護
事
業
を
営
む
法
人
に
子
供
の
学
業
支
援
を
一
任
す
る
場
合
、
全
国

各
地
の
対
象
者
が
平
等
に
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
問
題
、
刑
務
所
出
所
者
等
が
一
時
保
護
事
業
を
営
む
法
人
へ
の
接
近
が
容
易
で
な
い
問

題
等
の
限
界
が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
問
題
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

（
1
）  

二
〇
二
〇
年
八
月
一
日
現
在
の
数
字
（
更
生
保
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｈ
Ｐ https://w

w
w.kouseihogo-net.jp/hogohoujin/institution.htm

l 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
五
月
三
日
））。

（
2
）  

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
『
令
和
二
年
版
犯
罪
白
書
』（
二
〇
二
一
）
二
一
三
〜
二
一
九
頁
。

（
3
）  

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
・
前
掲
注
（
2
）
二
一
三
〜
二
一
九
頁
。
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（
4
）  

「
更
生
保
護
事
業
法
」
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
参
照
。

（
5
）  

阿
部
恭
子
『
加
害
者
家
族
を
支
援
す
る
　
支
援
の
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
る
人
々
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
）、
阿
部
恭
子
「
加
害
者
家
族
の
現

状
と
支
援
に
向
け
て
」
阿
部
恭
子
、
草
場
裕
之
『
加
害
者
家
族
支
援
の
理
論
と
実
践
　
家
族
の
回
復
と
加
害
者
の
更
生
に
向
け
て
』（
現
代
人
文

社
、
二
〇
一
五
）、
佐
藤
仁
孝
「
加
害
者
家
族
で
あ
る
親
子
の
支
援

―
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
キ
マ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
取
組
み
か
ら
」
阿
部
恭
子
、

草
場
裕
之
『
加
害
者
家
族
支
援
の
理
論
と
実
践
　
家
族
の
回
復
と
加
害
者
の
更
生
に
向
け
て
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
。

（
6
）  
更
生
保
護
法
人
熊
本
自
営
会
「
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
薬
物
中
間
処
遇
等
（
特
集
：
こ
れ
か
ら
の
更
生
保
護
事
業
）」
更
生
保
護
第
七
一
巻

第
一
二
号
（
二
〇
二
〇
）
三
二
頁
。

（
7
）  

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｗ
Ｏ
Ｈ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
同
団
体
の
公
式
Ｈ
Ｐ
の http://w

w
w.w
orldopenheart.com

/index2.htm
l

（
最
終

閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
四
月
二
一
日
）
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
）  

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
キ
マ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
同
団
体
の
公
式
Ｈ
Ｐ
のhttp://sukim

a-support.red/

（
最
終
閲

覧
日
：
二
〇
二
一
年
四
月
二
一
日
）
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
9
）  

阿
部
恭
子
『
加
害
者
家
族
を
支
援
す
る
　
支
援
の
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
る
人
々
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
）
二
〜
三
頁
。

（
10
）  

阿
部
恭
子
「
加
害
者
家
族
の
現
状
と
支
援
に
向
け
て
」
阿
部
恭
子
、
草
場
裕
之
『
加
害
者
家
族
支
援
の
理
論
と
実
践
　
家
族
の
回
復
と
加
害
者

の
更
生
に
向
け
て
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
五
）
二
〇
〜
二
一
頁
。

（
11
）  

佐
藤
・
前
掲
注
（
5
）
二
五
頁
。

（
12
）  

な
お
、
希
望
が
あ
れ
ば
、
個
別
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
家
庭
訪
問
も
実
施
す
る
（
佐
藤
・
前
掲
注
（
5
）
八
五
頁
）。

（
13
）  

遠
藤
凉
一
「
犯
罪
加
害
者
家
族
に
光
を
！
（
特
集 
保
護
観
察
対
象
者
の
家
族
へ
の
支
援
）」
更
生
保
護
第
七
一
巻
第
二
号
（
二
〇
二
〇
）
二
五

頁
。

（
14
）  

二
〇
一
五
年
現
在
、
男
子
少
年
一
六
人
、
成
人
男
性
四
人
を
定
員
と
し
て
い
る
が
、
今
ま
で
成
人
男
性
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
な
く
、
事
実
上

少
年
専
用
の
更
生
保
護
施
設
と
し
て
の
運
営
を
続
け
て
い
る
（
百
瀬
覚
由
「
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
少
年
の
処
遇
と
立
ち
直
り
」
犯
罪
社
会
学

研
究
第
四
〇
号
（
二
〇
一
五
）
四
九
頁
）。

（
15
）  

百
瀬
覚
由
「
現
場
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
　
少
年
更
生
保
護
施
設
で
の
家
族
へ
の
関
わ
り
（
特
集
　
保
護
観
察
対
象
者
の
家
族
へ
の
支
援
）」
更
生

保
護
第
七
一
巻
第
二
号
（
二
〇
二
〇
）
三
九
〜
四
〇
頁
。

（
16
）  

百
瀬
・
前
掲
注
（
14
）
四
九
〜
五
〇
頁
、
百
瀬
・
前
掲
注
（
15
）
四
〇
〜
四
一
頁
、
全
国
更
生
保
護
法
人
連
盟
『
更
生
保
護
施
設
入
所
少
年
等
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に
対
す
る
処
遇
連
携
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
（
最
終
報
告
書
）』（
二
〇
〇
三
）
二
九
頁
。

（
17
）  

更
生
保
護
法
人
立
正
園
『
平
成
29
年
度
活
動
報
告
』（
二
〇
一
八
）
四
〜
六
頁
。

（
18
）  

百
瀬
・
前
掲
注
（
14
）
四
一
頁
。

（
19
）  
百
瀬
・
前
掲
注
（
14
）
四
九
頁
。
百
瀬
・
前
掲
注
（
15
）
四
一
頁
。

（
20
）  
本
稿
で
紹
介
し
た
二
つ
の
団
体
が
支
援
を
行
っ
た
対
象
者
の
特
性
に
関
し
て
明
確
な
数
値
は
公
開
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
文
献
を
通
し
て

紹
介
さ
れ
た
事
例
で
は
刑
務
所
を
出
所
し
た
者
の
家
族
に
関
す
る
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
推
測
に
至
っ
た
。
た
だ
、

W
orld O

pen H
eart

が
二
〇
〇
九
年
四
月
か
ら
二
〇
一
四
年
三
月
ま
で
の
相
談
者
の
特
性
に
つ
い
て
、
相
談
に
来
た
者
の
八
七
％
が
捜
査
段
階

か
ら
矯
正
施
設
入
所
中
の
者
で
あ
る
と
発
表
し
て
お
り
、
大
体
刑
事
手
続
き
の
早
い
段
階
で
介
入
し
て
い
る
も
の
の
、
更
生
保
護
の
段
階
で
の
介

入
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
阿
部
・
前
掲
注
（
10
）
一
二
頁
）。

（
21
）  

立
正
園
で
は
、
家
族
関
係
の
修
復
に
向
け
た
支
援
と
し
て
施
設
職
員
が
直
接
、
少
年
と
保
護
者
両
方
に
対
し
相
談
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、

い
く
ら
彼
ら
が
少
年
の
更
生
保
護
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
や
専
門
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
家
族
関
係
の
修
復
に
向
け
た
専
門
的
な
心
理
相
談
も
実

施
で
き
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
心
理
相
談
の
専
門
家
で
な
い
更
生
保
護
施
設
の
職
員
に
よ
る
心
理
相
談
の
実
施
で
は
、

そ
の
限
界
を
否
定
で
き
な
い
（
拙
稿
「
少
年
に
対
す
る
更
生
保
護
事
業
の
在
り
方

―
日
韓
に
お
け
る
更
生
保
護
施
設
に
よ
る
取
組
を
比
較
し

て
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
）
一
一
二
〜
一
一
三
頁
）。

（
22
）  

筆
者
は
以
前
、
自
身
の
研
究
で
少
年
に
対
す
る
更
生
保
護
事
業
の
在
り
方
と
し
て
通
所
型
更
生
保
護
事
業
を
提
案
し
て
お
り
、
通
所
支
援
の
一

環
と
し
て
家
族
関
係
の
修
復
に
向
け
た
専
門
的
心
理
相
談
も
含
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
21
）
一
二
八
〜
一
二
九
頁
）。

（
23
）  

二
〇
一
三
年
に
既
に
公
団
は
重
点
推
進
事
業
と
し
て
家
族
希
望
事
業
を
掲
げ
、
夫
婦
相
談
、
家
族
治
療
、
療
育
教
育
、
子
供
の
学
業
支
援
、
家

族
就
業
支
援
等
を
実
施
し
て
い
た
（
신
이
철
，
정
진
연
『
가
족
지
원
사
업
의 

법
률
적
，
제
도
적 

지
원
에 

대
한 

해
외
동
향 

연
구
』（
二
〇
一
四
）

63
쪽
）。

（
24
）  

韓
国
の
「
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
」
第
三
条
第
三
項
で
は
更
生
保
護
対
象
者
を
、
刑
事
処
分
ま
た
は
、
保
護
処
分
を
受
け
る
者
と
し
て
自

力
更
生
の
た
め
宿
食
提
供
、
住
居
支
援
、
創
業
支
援
、
職
業
訓
練
お
よ
び
就
業
支
援
等
の
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
お
り
、
日
本

の
更
生
保
護
事
業
が
そ
の
対
象
と
す
る
者
と
性
質
上
共
通
す
る
概
念
と
み
る
こ
と
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）  

保
護
審
査
会
は
支
部
長
を
委
員
長
と
し
、
保
護
事
業
課
長
及
び
支
部
長
が
指
定
す
る
三
人
以
内
の
職
員
ま
た
は
地
域
住
民
で
構
成
さ
れ
、
公
団

に
よ
る
法
務
保
護
サ
ー
ビ
ス
を
申
し
出
た
者
の
保
護
可
否
を
決
め
る
審
議
を
行
う
（「
法
務
保
護
の
実
施
に
関
す
る
規
則
」
第
四
条
第
一
項
及
び
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第
二
項
を
参
照
）。

（
26
）  

「
法
務
保
護
の
実
施
に
関
す
る
規
則
」
別
表
５
家
族
親
和
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
参
照
。

（
27
）  

「
法
務
保
護
の
実
施
に
関
す
る
規
則
」
は
一
九
九
五
年
に
制
定
さ
れ
て
以
来
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
に
一
三
回
目
の
改
正
を
経
て
現
在
に
至

る
。

（
28
）  
二
〇
〇
六
年
当
時
は
、「
建
設
交
通
部
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。

（
29
）  
二
〇
〇
五
年
八
月
に
公
団
の
住
居
支
援
を
推
進
す
る
た
め
建
設
交
通
部
の
業
務
処
理
指
針
に
法
的
根
拠
を
設
け
、
同
年
一
一
月
、
公
団
で
も
住

居
支
援
事
業
業
務
処
理
指
針
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
期
、
住
宅
公
社
か
ら
賃
貸
世
帯
一
四
戸
を
受
け
持
っ
て
住
居
支
援
の
試
験
的
実
施

を
試
み
、
公
団
本
部
に
は
住
居
支
援
の
関
連
業
務
を
公
正
に
推
進
す
る
目
的
の
下
、
住
居
支
援
審
査
委
員
会
を
構
成
し
て
い
る
（
한
국
법
무
보
호

복
지
공
단
『
2
0
1
9
법
무
보
호
연
감
』（
二
〇
二
〇
）
44
쪽
）。

（
30
）  

민
원
홍 

외
2
명
『
2
0
1
4
년
도 

한
국
법
무
보
호
복
지
공
단 

경
영
평
가
에 

대
한 

평
가 

연
구
』 （
二
〇
一
五
） 

25
쪽
．
정
진
수 

외
3
명
『
교

정
정
책
과 

보
호
정
책
의 
연
계
성 

강
화
방
안
』
한
국
형
사
정
책
연
구
원
（
二
〇
〇
九
） 

38
쪽
．

（
31
）  

「
住
居
支
援
事
業
業
務
処
理
指
針
」（
二
〇
二
一
年
二
月
二
五
日
全
部
改
正
）。

（
32
）  

「
宿
食
提
供
及
び
生
活
指
導
業
務
処
理
指
針
」（
二
〇
二
〇
年
六
月
八
日
改
正
）。

（
33
）  

二
〇
一
九
年
か
ら
は
刑
務
所
に
お
い
て
受
刑
中
で
あ
る
者
の
家
族
に
対
す
る
保
護
の
必
要
性
に
注
目
し
、
住
居
支
援
の
対
象
者
を
受
刑
中
の
者

に
ま
で
拡
大
し
、
受
刑
中
か
ら
調
整
を
行
い
、
出
所
し
て
す
ぐ
家
族
と
一
緒
に
住
め
る
場
所
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
한
국
법
무
보
호
복

지
공
단
・
前
掲
注
（
29
） 

44
쪽
）。

（
34
）  

審
査
委
員
会
の
委
員
は
、
公
団
の
五
級
以
上
の
職
員
及
び
保
護
観
察
官
、
ま
た
は
、
更
生
保
護
に
関
す
る
知
識
と
経
験
が
豊
富
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
中
か
ら
支
部
長
、
ま
た
は
、
支
所
長
（
以
下
、
支
部
長
等
と
す
る
）
が
任
命
、
ま
た
は
、
委
嘱
し
た
者
で
構
成
さ
れ
（
第
四
条
第
四
項
）、

委
員
長
は
法
務
関
係
機
関
の
職
員
、
法
務
保
護
事
業
関
連
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
中
か
ら
選
抜
す
る
（
第
四
条
第
三
項
）。

（
35
）  

支
部
長
等
は
住
居
支
援
の
選
定
又
は
延
長
の
審
査
に
際
し
、
国
土
交
通
部
の
「
住
宅
供
給
に
関
す
る
規
則
」
第
五
三
条
（
住
宅
の
所
有
の
有
無

の
判
定
基
準
）
に
基
づ
き
、
入
居
対
象
者
（
本
人
）、
配
偶
者
、
同
居
家
族
（
直
系
尊
属
・
卑
属
）
等
か
ら
対
象
者
が
住
宅
を
有
し
な
い
こ
と
を

判
断
で
き
る
資
料
と
し
て
地
方
税
の
課
税
証
明
書
を
提
出
し
て
も
ら
う
（
第
六
条
第
二
条
）。

（
36
）  

支
部
長
等
は
入
居
対
象
者
の
選
定
の
際
、
保
護
対
象
者
用
の
心
理
健
康
尺
度
検
査
（
再
犯
危
険
性
評
価
）
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
反
映
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
六
条
第
三
項
）。
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（
37
）  

入
居
者
選
定
評
価
表
は
対
象
者
選
定
の
際
、
そ
の
優
先
順
位
を
決
め
る
た
め
の
重
要
な
素
材
と
な
っ
て
い
る
。

（
38
）  

同
評
価
表
は
一
一
〇
％
を
満
点
と
し
て
い
る
。

（
39
）  

基
礎
生
活
保
障
（
日
本
で
は
生
活
保
護
に
当
た
る
）
受
給
者
、
ま
た
は
、
基
礎
生
活
保
障
受
給
者
で
な
く
て
も
経
済
的
困
難
で
あ
る
者
か
を
確

認
す
る
。

（
40
）  
한
국
법
무
보
호
복
지
공
단
・
前
掲
注
（
29
）
43
쪽
．

（
41
）  
홍
명
기
，
공
정
식
「
주
거
지
원 

대
상 

출
소
자
의 

지
원 

기
간 

내 

재
범 

위
험
에 

대
한 

탐
색
적 

연
구
」
교
정
연
구 

통
권 

제
88
호
（
二
〇
二

〇
）
75
쪽
．

（
42
）  

공
정
식 
외 
8
명
『
공
단 

합
동
결
혼
지
원 

대
상
자 

가
족
들
의 

현
황 

및 

실
태
조
사
』（
二
〇
一
九
）
24
쪽
．

（
43
）  

法
務
保
護
委
員
は
、
法
務
保
護
福
祉
事
業
分
野
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
保
護
対
象
者
の
就
労
斡
旋
、
財
政
支
援
、
相
談
等
の
保

護
事
業
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
二
〇
一
九
年
一
二
月
現
在
、
六
七
三
八
人
が
法
務
保
護
委
員
と
し
て
活
動
し
て
い
る
（
한
국
법
무
보
호
복
지
공
단
・

前
掲
注
（
29
）
72
〜
73
쪽
）。

（
44
）  

공
정
식 

외 

8
명
・
前
掲
注
（
42
）
24
쪽
．

（
45
）  

現
在
、
平
均
し
て
各
支
部
で
四
―
八
組
の
夫
婦
へ
、
回
数
に
し
て
年
一
―
二
回
の
合
同
結
婚
式
を
挙
げ
さ
せ
て
い
る
（
공
정
식 

외 

8
명
・
前

掲
注
（
42
）
24
쪽
、
한
국
법
무
보
호
복
지
공
단
・
前
掲
注
（
29
）
45
쪽
）。

（
46
）  

「
学
業
支
援
業
務
処
理
指
針
」〈
別
表
１
〉
学
業
支
援
の
執
行
基
準
を
参
照
。

（
47
）  

受
刑
中
に
学
業
支
援
を
受
け
た
と
し
て
も
同
支
援
の
例
外
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
接
支
援
と
間
接
支
援
は
予
算
の
範
囲
内
で
重
複
し
て
受

け
る
こ
と
も
で
き
る
（「
学
業
支
援
業
務
処
理
指
針
」
第
七
条
第
四
項
）。

（
48
）  

月
五
万
ウ
ォ
ン
の
限
度
内
で
支
援
し
て
い
る
（
第
八
条
第
二
項
）。

（
49
）  

二
〇
一
九
年
現
在
の
年
間
支
援
限
度
額
は
、
未
就
学
児
童
が
一
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
、
小
学
生
が
二
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
、
中
学
生
が
二
五
万
ウ
ォ

ン
以
下
、
高
校
生
が
三
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
で
あ
る
（「
学
業
支
援
業
務
処
理
指
針
」〈
別
表
１
〉
学
業
支
援
の
執
行
基
準
を
参
照
）。

（
50
）  

た
だ
、
表
１
の
分
類
に
よ
っ
て
は
、
学
業
支
援
が
生
活
支
援
の
そ
の
他
支
援
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
本
稿
で
家
族
支
援
と
括
っ
て
い
る
支
援

の
合
計
と
表
１
で
示
さ
れ
て
い
る
家
族
支
援
の
合
計
と
で
は
若
干
の
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
九
年
度
の
学
業
支
援
の
実
施
人
員
が
一
四

一
八
人
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
数
字
を
家
族
支
援
に
含
め
た
と
こ
ろ
で
、
家
族
支
援
が
他
の
三
つ
の
支
援
と
比
べ
そ
の
実
施
人
員
が
断
然
少
な
い

と
い
う
事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、
公
団
に
よ
る
公
式
数
値
を
も
っ
て
、
各
支
援
の
実
施
人
員
を
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
。
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（
51
）  

二
〇
一
九
年
一
二
月
ま
で
総
じ
て
二
二
六
八
戸
が
提
供
さ
れ
、
累
計
三
〇
六
三
世
帯
が
住
居
支
援
を
受
け
て
い
る
（
한
국
법
무
보
호
복
지
공

단
・
前
掲
注
（
29
）
44
쪽
）。

（
52
）  

신
연
희
「
출
소 

후 

재
범 

예
방
에 

관
한 

연
구
：
사
회 

자
본
을 

중
심
으
로
」
형
사
정
책
연
구 

통
권 

제
73
호
（
二
〇
〇
八
）
2
0
5
〜

2
0
6
쪽
．
배
임
호
「
출
소
자 

재
범
방
지
를 

위
한 

갱
생
보
호
사
업
의 

발
전
방
향
」
교
정
연
구 

통
권 

제
60
호
（
二
〇
一
三
）
2
〜
3
쪽
．
신

이
철
，
정
진
연
『
가
족
지
원
사
업
의 

법
률
적
，
제
도
적 

지
원
에 

대
한 

해
외
동
향 

연
구
』（
二
〇
一
四
）
6
〜
8
쪽
．
양
혜
경
，
서
보
람
「
수
형

자
의 
출
소 

후 

사
회
적
응
에 

관
한 

연
구
」
교
정
연
구 

통
권 

제
63
호
（
二
〇
一
四
）
137
〜
140
쪽
．

（
53
）  

조
흥
식 
외
2
명
『
2
0
1
4
년 

한
국
법
무
보
호
복
지
공
단 

고
객
만
족
도 

조
사 

결
과 

보
고
서
』（
二
〇
一
四
） 

114
쪽
、
민
원
홍
외
2
명
・
前

掲
注
（
30
）
51
쪽
、
拙
稿
「
韓
国
の
更
生
保
護
に
お
け
る
創
業
支
援
に
関
す
る
一
考
察
：
新
し
い
更
生
保
護
支
援
と
し
て
創
業
支
援
の
日
本
へ
の

導
入
可
能
性
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
六
号
（
二
〇
二
〇
）
五
三
頁
。

（
54
）  

홍
명
기
，
공
정
식
は
、
公
団
の
発
表
し
た
再
犯
率
を
引
用
し
な
が
ら
住
居
支
援
を
受
け
た
出
所
者
の
再
犯
率
が
他
の
出
所
者
の
再
犯
率
よ
り
遥

か
に
低
い
こ
と
を
評
価
す
る
一
方
、
住
居
支
援
を
申
し
出
る
者
自
体
、
そ
う
で
な
い
者
と
比
べ
、
そ
も
そ
も
自
立
へ
の
意
思
が
高
い
可
能
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
し
、
さ
ら
に
、
住
居
支
援
の
対
象
者
を
選
定
す
る
際
の
基
準
が
厳
し
く
、
そ
の
結
果
、
住
居
支
援
を
受
け
た
対
象

者
と
そ
う
で
な
い
者
の
間
で
そ
も
そ
も
再
犯
の
危
険
に
大
き
い
差
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
（
홍
명
기
，
공
정
식
・
前
掲
注

（
41
）
70
쪽
）。

（
55
）  

生
島
浩
「
更
生
保
護
に
お
け
る
家
族
理
解
と
支
援
に
つ
い
て
（
特
集
　
家
族
機
能
）」
更
生
保
護
第
六
五
巻
第
一
一
号
（
二
〇
一
四
）
一
一
頁
。

（
56
）  

田
島
佳
代
子
「
保
護
観
察
に
お
け
る
家
族
支
援
に
つ
い
て
（
特
集
　
保
護
観
察
対
象
者
の
家
族
へ
の
支
援
）」
更
生
保
護
第
七
一
巻
第
二
号

（
二
〇
二
〇
）
一
二
〜
一
三
頁
。

（
57
）  

「
更
生
保
護
法
」
第
六
一
条
第
二
項
及
び
第
八
五
条
第
一
項
を
参
照
。

（
58
）  

薬
物
処
遇
重
点
実
施
更
生
保
護
施
設
は
、
薬
物
処
遇
に
関
す
る
専
門
職
員
を
配
置
し
て
お
り
、
薬
物
依
存
か
ら
の
回
復
に
重
点
を
置
い
た
処
遇

を
実
施
す
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
現
在
、
全
国
で
二
五
か
所
あ
る
（
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
・
前
掲
注
（
2
）
八
二
頁
、
柏
木
範
毅

「
薬
物
処
遇
重
点
実
施
更
生
保
護
施
設
で
の
処
遇
に
つ
い
て
（
特
集 
薬
物
事
犯
者
の
処
遇
）（
現
場
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
）
更
生
保
護
第
六
六
巻
第

一
二
月
号
（
二
〇
一
五
）
四
〇
頁
、
拙
稿
「
起
訴
猶
予
者
の
再
犯
防
止
に
向
け
た
更
生
保
護
施
設
の
在
り
方

―
入
口
支
援
の
実
施
を
踏
ま
え

て
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
一
二
号
（
二
〇
一
七
）
二
九
〇
頁
）。

（
59
）  

就
労
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
や
障
が
い
者
を
収
容
し
福
祉
的
な
措
置
へ
と
繫
が
る
よ
う
支
援
を
行
う
た
め
、
社
会
福
祉
士
の
資
格
等
を
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有
す
る
職
員
を
採
用
し
、
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
図
る
等
を
し
た
更
生
保
護
施
設
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
現
在
、
全
国
で
七
四
か

所
の
施
設
が
指
定
さ
れ
て
い
る
（
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
・
前
掲
注
（
2
）
八
二
頁
、
仙
台
保
護
観
察
所
特
別
処
遇
班
「
刑
事
司
法
の
入
り

口
段
階
に
お
け
る
検
察
庁
と
保
護
観
察
所
と
の
連
携
に
つ
い
て

―
更
生
緊
急
保
護
事
前
調
整
の
試
行
」
犯
罪
と
非
行
第
一
七
八
号
（
二
〇
一

四
）
一
九
一
頁
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
53
）
二
八
五
〜
二
八
六
頁
）。

（
60
）  
「
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
住
居
の
確
保
等
）
第
一
五
条
　
国
は
、
犯
罪
を
し
た
者
等
の
う
ち
適
切
な
住
居
、
食
事
そ
の
他
の

健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の
改
善
更
生
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
の

自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
そ
の
自
助
の
責
任
を
踏
ま
え
つ
つ
、
宿
泊
場
所
の
供
与
、
食
事
の
提
供
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
犯
罪
を

し
た
者
等
が
地
域
に
お
い
て
生
活
を
営
む
た
め
の
住
居
を
確
保
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
公
営
住
宅
（
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第

一
九
三
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
を
い
う
。）
へ
の
入
居
に
お
け
る
犯
罪
を
し
た
者
等
へ
の
特
別
の
配
慮
等
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
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朴
　
珠
熙
（
パ
ク
　
ジ
ュ
ヒ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会
、
日
本
刑
事
政
策
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
刑
事
政
策

主
要
著
作
　
　｢

少
年
に
対
す
る
更
生
保
護
事
業
の
在
り
方

―
日
韓
に
お
け
る
更
生
保
護
施
設
に

よ
る
取
組
を
比
較
し
て｣

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　｢

韓
国
の
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
変
革
と
日
本
へ
の
示
唆｣

『
法
学
政
治
学
論
究
』

第
一
二
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）

　
　
　
　
　
　｢

韓
国
の
更
生
保
護
に
お
け
る
創
業
支
援
に
関
す
る
一
考
察

―
新
し
い
更
生
保
護

支
援
と
し
て
創
業
支
援
の
日
本
へ
の
導
入
可
能
性｣

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二

六
号
（
二
〇
二
〇
年
）


